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【事務局発言者】 

廿枝 幹雄 JBIC 開発業務部企画課長 
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午後２時００分 開会 

 

開   会 

 

○吉田副座長 それでは、定刻になりましたので始めさせていただきます。 

 原科先生がちょっとおくれるという連絡が入りましたので、私、吉田が、先生が来るま

で進行を務めたいと思います。 

 皆さんのお手元に資料は行っていると思います。きょうは第７回有識者委員会というこ

とで開会いたしたいと思います。議題は、既に先週決めておりましたように、きょうから

論点に関する議論に入りたいと思います。 

 まず、メールで御案内があったと思うのですけれども、きょうの資料の中に、新ＪＩＣ

Ａガイドラインに関するＮＧＯの提言ということで、「環境・持続社会」研究センター、

国際環境ＮＧＯ FoE Japan、メコン・ウオッチ、それから地球・人間環境フォーラム、

４つの団体の方々がまとめてくださった提案がございまして、これを最初に、簡単にポイ

ントをかいつまんで説明していただきたいと思います。提案の中の個別事項に関しては適

宜論点整理の中で議論するということでございますので、これは福田委員の方から御説明

願えますか。それでは、よろしくお願いします。 

○福田委員 メコン・ウオッチの福田です。 

 この資料の説明の前に、今後の議論の進め方について御相談させていただこうと思った

のですが、座長がいらっしゃらないのでどうしようかなと思っておりまして。というのは、

 2



第２回の委員会の場だったと思いますが、この委員会が今後どのように議論をまとめてＪ

ＢＩＣ、ＪＩＣＡさんに何か物を提案するのか、あるいは報告的なものをまとめるのかど

うかという点について実はペンディングになっていて、具体的な論点を始める作業の前に

もう一回検討しましょうということで、その場では決めなかったということになっていま

す。具体的な議論に入る前に今後の委員会としての作業の進め方について合意がないと、

議論の方向をどのように定めたらいいのかということも難しいのかなと思っていて、その

点について最初に議論させていただければと思ったのですが、座長がいらっしゃらないの

で、その点はまた座長がいらっしゃってからの方がよろしいですか。 

○吉田副座長 そうですね。ずっと全体的に統括的に見ていただいていた原科先生が来て

から、そこは議論した方がいいと思います。もちろん、この委員会でこれだけ時間と労力

をかけてやっているわけですから、それなりに、答申という形になるかどういう形になる

か、恐らく私の感じではきちんと文章にまとめて公開するということだと思うのです。多

分、最後の委員会の場でその提言について合意を図った上で、あるいは合意が図れなけれ

ば個別に注意事項を取りまとめるという形で、議事録につけて公開するということになる

と思いますけれども、それは原科先生が来てからまたあれしましょう。そういうことでよ

ろしいですよね。 

 それでは、どうぞ。 

○福田委員 ありがとうございます。 

 それでは、本日お配りしました資料について説明させていただきたいと思います。 

 既に第３回の委員会でＮＧＯ提言というのを御紹介させていただいております。今回皆

様にお配りしたものは、それに対する追加分ということになります。当時、最初に皆様に

お配りしたＮＧＯ提言の内容は、基本的には現行のＪＢＩＣのガイドラインの私たちなり

のレビュー、経験に基づいて、ＪＢＩＣのガイドラインをこういうふうに変えた方がいい

んじゃないかという提案でございました。あそこの中には、したがって、円借款、それか

らＪＢＩＣが行っている国際金融等業務に対する提言ということで、包括的に提言させて

いただいたものです。 

 それに対して、特に今後大きく組織が変わり、また担当する業務が変わるＪＩＣＡにつ

いては、私たちも新しい組織の形が十分見えていなかったということもあって、余りきち

んとした、提案ということで紙にまとめたものを皆様にお示しすることはしていませんで

した。実は、新しいＪＩＣＡの業務なりは業務フローというのはもう少し早い段階で固ま
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るだろうと私は想定していました。したがって、ある程度固まったものを御説明いただい

て、それに基づいてＮＧＯの提言をつくればいいのかなと思っていたのですが、作業自体

が、ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡの皆さんは相当努力していらっしゃるのだと思うのですが、なか

なか全体像がかちっとした形で固まるという形では今のところ議論が進んでおらず、いろ

いろな形で検討中の部分が残っているというのが、前回の議論を伺った範囲での現状だと

認識しています。 

 一方で、今後議論を進めていくので、新ＪＩＣＡが新しい業務に合わせた形でどのよう

な環境社会配慮をその業務の中で行っていけばいいのかということについて、何の提案も

なくさらりと議論するということも効率的でないですし、私たちなりの考え方をこの段階

でお示ししたいと思いまして、今回のペーパーをまとめさせていただいております。そう

いう意味では、新しい業務の方が流動的ですから、この内容も別にここでがしっと固まっ

たものというよりは、１つの考え方として私たちなりの現段階での見解を紙に落とさせて

いただいたという位置づけになります。 

 それから、この書かれている内容の中には、今検討されていらっしゃるであろう業務フ

ローそのものについても変更していただきたいという内容が若干含まれてくる部分も中に

はあります。 

 もう一点、ペーパーの全体的な説明が長くなって恐縮なのですが、この中では、協力準

備調査と言われている案件形成のための調査の具体的な実施中の手続に関する提言はして

おりません。これは、現在のところ、協力準備調査にどういったものが盛り込まれ、それ

はどのような大まかな類型化が可能であり、それぞれについてどのような調査手続がなさ

れていくのかということについてはまた後ほど御説明いただくということで伺っておりま

すので、協力準備調査の実施中の部分に関する提案は、その説明を受けて改めてさせてい

ただきたいと思っております。 

 簡単に、どんなことをここの中で提案させていただいているかということに触れさせて

いただきたいと思います。大きく分けて、ローリング・プラン関するもの、協力準備調査

に関するもの、案件審査段階に入りまして、環境レビュー、意思決定に関するもの、モニ

タリングに関するもの、最後に環境社会配慮審査会、今ＪＩＣＡに置かれていますが、こ

れを今後どうしていくという点に関する提案というのをさせていただいております。 

 １点目のローリング・プランについては、これはローリング・プランを公開してくださ

いというだけの内容でして、もう既に前回の委員会で相当委員の皆様からも同じ声が出て
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いるところです。 

 ２点目ですが、まず２．１で協力準備調査に関する第１の提案として書かせていただい

たのが、協力準備調査の開始段階、実施決定の段階でどのような手続が踏まれるべきかと

いう点に関する提案であります。現在のところ私がこの場でお伺いしているのは、協力準

備調査については、新ＪＩＣＡが外務省と協議をした上で実施を決定するということをお

伺いしています。このプロセスの中でどのようにカテゴリ分類をし、ＴＯＲ案を作成し、

それを公開した上でどのように意思決定をするのかということについての提案をさせてい

ただきました。 

 大きな部分としては、１つは、協力準備調査に関する実施決定の前に、ＴＯＲ案を含む

計画書というもの―計画書という名前は仮でつけさせていただいたもので、先日植嶋さ

んに電話して何か名前があるのですかと言ったら、こんな名前なんですかねと聞いたので、

ここで仮置きということで名前をつけさせていただきましたが、調査実施計画書というも

のの案を公開していただく、そしてこの中にＴＯＲ案を含んでいただき、ＴＯＲ案につい

ても一般からの情報提供あるいは意見表明が可能な状態にしていただきたいというのが、

この部分については大きな点であります。 

 次に行きまして、２．２のマスタープランのカテゴリ分類。これはきょう論点として挙

がっているものの中に既に問題として出てきますが、マスタープランのカテゴリ分類とい

うのは一体何のためにどうやってやったらいいのだろうということが、現在のＪＩＣＡの

実施状況確認の中で１つの課題として浮かび上がっており、論点として挙げられています。

この点についての私たちの提案をそこに書かせていただいております。 

 その次のマスタープラン後のカテゴリ分類というのは、マスタープラン調査を行った後

フィージビリティ調査を行うタイプの調査において、一たんその場で立ちどまってもう一

回カテゴリ分類をやり直すという手続が必要ではないかという趣旨であります。 

 ３点目は環境レビュー。環境レビューという言葉遣いは現行のＪＢＩＣのガイドライン

にならったものです。これについては２点ほど提案させていただきました。 

 １点は、これまで既に議論の中でも挙げられていますが、協力準備調査が実施された場

合には、最終報告書がきちんと公開されたことを待ってから審査に入るべきだという点で

す。 

 ２点目は、カテゴリＦＩ、金融仲介者等に対する融資の場合における環境レビューの内

容です。現行のＪＢＩＣのガイドラインにはこの点は書かれていますが、非常に簡素な形
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で書かれています。この点について今後ガイドラインにもう少し具体的内容を盛り込んで

いただきたいというのが、ここの３．２の提案になります。 

 ４の意思決定に関する部分です。意思決定に関する部分は主に無償資金協力をイメージ

して書かせていただいています。というのは、現行のＪＢＩＣが行う海外経済協力業務の

中で行われている意思決定のやり方というのは、基本的には一たんＪＢＩＣの中で一定の

判断を下した上で、それを日本政府に報告するという方法がとられている。一方で、無償

資金協力の場合は、基本的には日本政府が無償資金協力の案件について審査を行い、決定

を行うという仕組みになっています。これについて今後どうしていくのかという点につい

ての御提案であります。 

 ここで私たちが提案させていただいているのは、基本的には無償資金協力についても、

新ＪＩＣＡの中でその案件の可否に関する判断を行った上で日本政府に伝達するという現

在の円借款のやり方を踏襲し、新ＪＩＣＡとして責任ある判断をしていただきたいという

のが１点。 

 もう１点は、その結果として、実際の実施段階で必要な事項に関しては、今後新ＪＩＣ

Ａが相手国と締結することになるグラント・アグリーメントの中にきちんと条項を盛り込

んでいただきたいというのが４．２のところでございます。 

 ５点目はモニタリングに関する御提案になります。モニタリングに関しては現行のガイ

ドラインにそれなりに充実した規定があるので、余りそれを大きく変えるという提案では

ありませんが、ここで御提案させていただいているのは、プロジェクトに重大な変更が生

じた場合、例えば道路のルートが大きく変わるであるとか、プロジェクトのサイトが変わ

るといった場合には、環境アセスメントあるいは住民移転計画をつくり直し、あるいはそ

れを新ＪＩＣＡの側でレビューし直すという手続を設けるべきではないかというのがここ

の提案であります。 

 ６点目は環境社会配慮審査会についてです。皆様御存じだと思いますが、現在、ＪＩＣ

Ａには環境社会配慮審査会というものが置かれ、開発調査あるいは無償資金協力の事前の

調査に対して助言を行うという仕組みが実際に運用されています。これを今後どうすれば

いいのだろうということがここの提案であります。 

 １つは、協力準備調査への助言というのは、現在の開発調査への助言、あるいは無償資

金協力の事前調査に対する助言と同じようにやっていったらいいのではないかというのが

１点です。 
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 もう１つは、協力準備調査を経ずに相手国がフィージビリティ調査を行い、恐らく借款

の要請が来るというタイプの事業についても、この審査会の場でその環境レビューについ

て助言を行うという仕組みがとれないだろうかというのが６．３のところの御提案になり

ます。 

 このペーパーについての説明は、今の段階ではこの範囲にさせていただいて、詳しい趣

旨であるとか、あるいは提案内容については、それぞれの論点の議論の中で御説明させて

いただければと思います。 

 以上です。 

○吉田副座長 福田委員、どうもありがとうございました。 

 何か今の御説明で質問なりございましたら、この段階でちょっとだけでもお受けしたい

と思います。―よろしいですか。 

 それでは、議事を進行したいと思います。 

 

議   題 

（１）論点に関する議論 

 

○吉田副座長 続いて、きょうのメインの議題である論点に関する議論に入りたいと思い

ます。 

 ここで、きょうの配付資料７－１－１ですか、これがきょうのテキストになります。こ

れに関してはもう既に前々回に配られたと思うので、その後多少改訂したと記憶している

のですけれども、そのあたりも含めて御説明を願えますでしょうか。 

○事務局（渡辺） それでは、前回からの変更点だけ申し上げさせていただきますと、１

ページ目の一番下でございますけれども、前回の資料で「（一般）」と表記されておりま

したところを、ここに書いてありますように、コメントをいただいた組織名を具体的に表

記するようにしております。 

 それから、資料の中で下線を引いた部分が前回の資料に追加した点でございますけれど

も、内容としましては、環境社会配慮審査会第１期のまとめにあった点で追加になった点

があるというところだけでございます。 

 以上でございます。 

○吉田副座長 ありがとうございました。 
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 今回の資料を配られて、ではこれに沿って議論を進めたいと思うのですけれども、１ペ

ージ、２ページ、３ページという形で順次追っていきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 まず「全体構成」というところから入ると思うのですけれども、ここで論点、留意事項

等々が既に書かれているわけですけれども、さらに追加的、あるいは今までの議論６回を

通じて、こういうこともちょっと見落とされていたのかなとか、もうちょっと詳しくこの

辺の内容について実施機関の方に聞いてみたいとか、そういうことも含めて議論を進めて

いきたいと思います。「全体構成」から入ってよろしいですか。これは、「全体構成」は

どうなっていますかというのは、どういう方向になるのですか。これは結構大きな課題だ

と思うのですけれども、実施機関側としては一応何か念頭にあるのでしょうか。渡辺さん、

あるいは杉本さんでも。 

○事務局（渡辺） 念頭といいますか、まずＪＩＣＡ、ＪＢＩＣガイドラインで構成の仕

方が違っておりますので、統一する必要があるだろうということと、現行のＪＩＣＡガイ

ドラインでは、例えば環境社会配慮の手続という項目があるのですけれども、実際に必要

な手続はそれ以外のところにも書かれているといったような問題がございますので、大き

な考え方としては、基本的な事項を示す部分と対象プロジェクトに必要な環境社会配慮の

手続を示す部分に分けて構成してはいかがかと考えております。 

○吉田副座長 今のお答えに対して、何か格別コメントなりがありますか。例えば小西委

員からは、論点、留意事項として、「『ガイドライン自体』を余り細かく規定するよりは、

寧ろある程度柔軟性を持たせておき、一方で『運用面でぶれる』事が無い様に、しっかり

『実務面のマニュアル等』を整備して頂きたい」というコメントが入っております。 

 それから、これは新しく記載されたＪＩＣＡの網かけになっているところでは、「手続

きの要求が散在して記載されているのは分かりにくい面がある」とあるのですけれども、

これはちょっとイメージしにくいので、目次とかそういうものが出てこないといけない。

目次がどうなるかというのは、今の段階では、例えば第２章目に「基本的事項と手続」と

いうのが入ってくるということですよね。 

○事務局（渡辺） 目次立てというか、大きく、１番には基本的事項があり、２番には対

象プロジェクトに求められる環境社会配慮手続がある、こういったイメージでおります。 

○吉田副座長 何かこの時点で、「全体構成」に関してちょっとコメントなり。 

○福田委員 １点お尋ねしたいと思うのですが、恐らく渡辺さんがおっしゃっているのは
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現在のＪＩＣＡのガイドイランのことだと思うのですけれども、手続以外のところにも手

続に関する規定が散在しているというのは、具体的にどの辺を指しておっしゃっていらっ

しゃるかというのを教えていただけますか。 

○事務局（渡辺） ＪＩＣＡガイドラインの大まかな構成は、１番が「基本的事項」、２

番が「環境社会配慮のプロセス」、３番が「環境社会配慮の手続」となっております。こ

の３番の「環境社会配慮の手続」の中で、具体的にスキームごとにこういう手続をとると

いうことが書かれているわけですけれども、この３番だけではなくて、例えば、２番の方

にも、ステークホルダー協議とか情報公開について手続的なことが書かれております。 

○吉田副座長 ありがとうございました。 

 原科座長がお見えになりましたので、バトンタッチしたいと思います。 

○原科座長 吉田先生、どうもありがとうございました。 

 ちょっと学内の用で、場所が遠いものですからおくれてしまいまして、済みませんでし

た。 

 それでは、引き続き議論を進めてまいります。 

 今御説明いただきましたけれども、「全体構成」のところから順次、この目次の順に進

めていくということでございます。 

 そこでこの進め方につきましてきちんと確認しておいた方がいいと思いますが、これか

ら論点整理ということでそれぞれ議論を詰めてまいりますので、その議論の内容は議事録

に記録されますけれども、この会全体でどういうことなったかということがきちんとわか

らないと困りますので、何か中間報告のような形でまとめることを考えなければいけない

と思います。これはこの委員会始まるときに議論いたしましたけれども、いよいよ本格的

にこれを議論いたしますので、この段階で改めてこのことを確認しておきたいと思います。

ですから、我々としては何らかの形で中間報告的なものをまとめて、それに基づいて新Ｊ

ＩＣＡの皆さん方にガイドラインの案をつくっていただく、そんなことになるかと思いま

す。そうしないと、議事録だけですと、ああ言った、こう言ったとか、ちょっと理解が違

っているとまたややこしくなりますので、やはりきちんとした格好でそういったまとめた

ものをつくらなければいけないと思いますが、まずこの件はいかがでしょうか。 

○吉田副座長 福田さん、今の説明はよろしいですか。 

○原科座長 そういう御意見をいただいていたのですか。 

○吉田副座長 どういうふうにするかというのを確認したいと。 

 9



○原科座長 これはこういう委員会の常識ですけれども、どんな委員会でも必ずそういっ

た文章をどこかでまとめて、普通は終わった段階で最終報告になりますけれども、私とし

ては時間を急ぎたいので、中間報告という形でとにかくまとめて、それに基づいてガイド

ラインづくりの作業に入っていただければ効率的だと思います。そこで、最終報告という

格好ではなく、中間段階で、議論が整理できた段階でそれを確認したいということです。

こういった進め方は実はあちこちでやってまいりましたので、どうもそういった方法が一

番効率的なように思います。 

○事務局（廿枝） 中間報告とか最終報告、それは委員会としての報告ということで、委

員の皆さんで御議論いただくということなのでしょうが、今日から論点についてせっかく

御議論いただくので、議事録を読み返さないとどういう議論があったのかが分からないと

いうことだと効率的ではないと思いますので、我々事務局の作業としては、今お配りして

いるこの論点整理表は２列になっていますが、その右側にもう１列設けまして、今日以降

この各論点について議論する際に、どういうさらなる意見があったか、議論のポイントに

ついては備忘録的にまとめるようにして、それを委員会後に事務局の方で１週間を目途に

つくって委員の皆さんに御確認いただくという形で、議論が雲散霧消してしまわないよう

に整理していきたいと思っています。それらを踏まえつつ、中間段階、あるいは最終段階

に何らか御提言をされるということであれば、それも踏まえてやっていただければよろし

いかと思いますけれども。 

○原科座長 趣旨は同じでございます。今、廿枝さんがおっしゃったようなことで、とに

かく議事録だけではなかなかきちんとしないので、やはり文言でまとめておかなければい

けないと思います。ですから、むしろそういう作業をしていただくと、それをもとに中間

報告をまとめればいいのかなという感じもいたしました。 

 では、そんなことで、とにかくきちんとした格好で確認しながら進めたいと思います。

よろしゅうございますでしょうか。―では、そういうことで御了解いただいたと思いま

す。 

 それでは、まず「全体構成」のところの議論でございますが、どうぞ早水委員。 

○早水委員 今のまとめの件は私も同じことを言おうと思っていたので、ちょうど廿枝さ

んからお話があったので、まさしく賛成で、３列目がやはり要るなと。つまり、２列目の

ところに割と対立した意見が出ていたりするところがあるので、それはどっちがいいのか

みたいな、あるいは疑問形で投げかけられていて、それの答えをここで多分議論するので、
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そういうのを整理してどんどん進めていくのが建設的だと思いますので、ぜひお願いをし

たいと思います。 

 それで、「全体構成」のところなのですけれども、これはさっきも御指摘がありました

が、このＪＩＣＡさんの新しく書かれた１行、「手続の要求が散在して記載されているの

は分かりにくい面がある」というのはＪＩＣＡの今のガイドラインについてのコメントで

すよね。私もいつも両方持ち歩いて出るようにしているのですけれども、多分どちらかを

ベースにつくることになるのではないかと思うのですけれども、読みやすさから言うとＪ

ＢＩＣさんの方が読みやすい。それはなぜかというと、手続が一本しかなくて、ＪＩＣＡ

さんの場合はいろいろな調査があるので、それぞれについて手続を書いたからこのように

散在してしまっていると思うのですが、事務局としてはＪＩＣＡなりＪＢＩＣどっちをベ

ースにやろうとか、そういう方針があればお聞かせいただきたい。私は個人的にはＪＢＩ

Ｃをベースにやっていったらいいのではないかと思うのですが、ただ、それにうまく旧Ｊ

ＩＣＡのいろいろな手続が乗るか、調査関係とかいろいろ分かれている部分が乗るかどう

かわからないのですけれども。ＪＢＩＣをベースにＪＩＣＡのいいところを取ってくると

いうようなイメージかと思うのですが、もし事務局の方でどっちをベースにとかいう案が

何かあれば、お聞かせいただければと思います。 

○事務局（渡辺） 事務局の作業としましては、必ずしもどちらをベースにということに

はなりにくいかなと考えております。といいますのは、現在カバーしている事業の範囲が

違っているというところがございます。またもう１つは、資金協力の前の段階を統一した

協力準備調査というもので整理しようとしているところもありますので、審査というもの

を３スキームについて考えていくことになると思います。審査というプロセスは重要だと

考えておりますけれども、それからどのようにほかの部分を見ていくかということになる

かと思っております。 

○原科座長 ほかに御意見。 

○千吉良委員 ここの網かけのところに「分かりにくい面がある」とあるのですけれども、

質問としては、このわかりにくいというのはだれにとってわかりにくいのか。要は、使う

人、開発者にとってわかりにくいとか、影響住民にとってわかりにくいとか、ＪＩＣＡに

とってわかりにくいとか、いろいろあると思うのですけれども、そこのところを明確にし

たい。 

 それから、１つやはり大事なのは、他の支援機関のマニュアルとのハーモナイゼーショ
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ンというか、対照のしやすさということも考えなければいけないのかと思っています。そ

ういうところも考えていただければなと思っています。前に吉田先生が３部構成にしたら

どうだというようなお話をたしか御提案いただいたと思っていますけれども、その話も立

ち消えになっているようでございます。でも、そこまで変えるのは相当年月がかかるのか

なという気も一方でしており、この１０月というタイミングで一体どういうものがいいの

かというのは確かに悩ましいところがあるとは考えています。 

○事務局（渡辺） ここの「分かりにくい面がある」というところでございますけれども、

だれにとってというところは、１つは途上国側にとって、必要な手続を理解させるのに、

単純に言えば、ガイドラインを全部説明しないとどういう手続が必要かわからないという

ところがございます。そうしますと、それは同じようにＪＩＣＡの職員にとっても、ここ

だけ読めばいいというものではなくて、全体を読まないとわからないということが出てま

いります。 

○事務局（廿枝） 「全体構成」については、いずれ文案について議論する段階になった

ら改めて目次案などを御提示して、御議論いただくということになると思うのですが、今、

私どもがイメージしておりますのは、先ほど渡辺さんの方からもありましたが、要は総論

と各論というのがあって、新ＪＩＣＡは有償、技協、無償という３つのスキームをすべて

やるということですが、共通化できる原則論はなるべく総論部分に整理して記述をする。

ただ、そうは言っても、特に具体の手続になるといろいろと、ユーザーという観点からい

くと、事業実施主体である途上国政府が具体のプラクティスの中で主に参照するのはむし

ろ各論の方なのかもしれません。そこは本当に使い勝手がいいように、やはり具体的にス

キーム別に書き分けざるを得ない部分があるのかなという感じがしています。 

 小西委員からいただいているマニュアルという点、あるいは以前いただいた３段階とい

うか、現行のＪＩＣＡ、ＪＩＣＡは御案内のとおりガイドラインとは別にＦＡＱというの

がありまして、一応、ガイドライン上の規定の運用面ではこういう解釈でこういうふうに

するのだということはＦＡＱという形で整理をして、これも公表しているということで、

我々、日常的にガイドラインを運用する際にはガイドラインに加えてＦＡＱをしっかり参

照しながらやっているということでございます。ですので、今後またこうやって議論して

いく中で、ガイドラインをどこまで詳しくするのがいいのか、あるいは今のＦＡＱみたい

な形で―いずれにしてもＦＡＱみたいなものはどうしても必要になってくると思うので

すが、ここでいただいた意見、あるいはこの後のパブリック・コンサルテーション等でい
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ただいた意見等でよく照会されたり、あるいはクラリフィケーションが必要だと思われる

点については、それを全部ガイドラインに盛り込むのは難しい面も出てこようかと思いま

すので、だからといってうやむやにすべきではないポイントについては、ＦＡＱあるいは

それと同等のものに整理していくのかなと、そういうイメージであります。 

○原科座長 ほかによろしいでしょうか。 

 総論と各論とおっしゃいましたように、まず総論で全体的な考え方をきちんと整理して

おきましょう。各論をどう書くかですけれども、１つは、スキームが３つということはも

う決まっていますから、それに沿って書くというようなことがあります。それ以外のこと

もまたあるかもしれませんが、大まかにはそのような方向でよろしいかと思います。そし

て、その総論の中でセーフガード・ポリシーですね、そういうものをきちんと明確に書く

かどうか。それを最初に書いておいた方がいいのか、その辺はまた少し議論した方がよさ

そうですけれども、この「全体構成」やり出すとまたいろいろなところに広がりそうなの

で、きょうは大体そんな方向だということにしておいて、次の「基本的事項と手続」に進

んでよろしいでしょうか。 

○吉田副座長 今の原科先生のガイダンスでいいと思うのですけれども、１つだけ、総論

の中で、私が３段構成というのがあり得るということを申したのは、とりもなおさず、ガ

イドラインというのは実施上極めて役に立つと同時に、予期しない、ガイドラインにない

ようなことが出てくる、対象が千差万別、プロジェクトも千差万別、それはすべて地域の、

国の場所によって異なってしまうという非常に難しい対象物なわけで、そういうときに、

困ったな、どうすればいいのだろうといったときに、やはりよって立つべきところ、基本

理念というものをそこの最初にきちんと置いておいていただきたい。それはそれ以下のす

べてのガイドラインの骨格となるようなこと、そんなに長くなくていいと思うのですけれ

ども、恐らく過去５０年の日本のＯＤＡの経験と、それからＯＤＡ大綱があり、かつ新Ｊ

ＩＣＡのミッションがあるということを踏まえて、一体どういう姿勢、基本理念で環境社

会配慮をするのかということですね。そこを最初のところできちんと理解し、皆が共有す

るというところから出発すると、その後の議論をするときにも、我々はここは合意してい

るじゃないかと。例えば透明性とか情報公開とか、そういういろいろな手続に関する議論

の骨格となるようなね。そういう意味で、私は、ポリシー・ステートメントとほかの機関

で使っていると思うのですけれども、そこのところをぜひ入れてもらいたい。これはたし

かＪＩＣＡガイドラインをつくるときにも議論したと思うのですけれども、多分そこでは
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日本の今までの経験を踏まえて、先にもうちょっと夢を持ったというか、より理想に近い

形に行くという合意形成があっていいという思いがあります。恐らくそれは、最近開発の

現場で議論されている「よい統治」のためのコード・オブ・コンダクトですね。行動規範。

それは、あらゆるステークホルダーがすべて目指さなくてはいけない行動規範であるとか、

そういうことをきちんと書いていただけるといいのではないかと思います。それを今ここ

で議論するというのではなくて、いずれそういうドラフトが出てくると思いますから。 

○原科座長 適宜に議論いたしましょう。これから具体的に議論していく中で、基本的に

はどういう考え方だということが多分出てきますから、そういうものを整理していきたい

と思います。 

○福田委員 「全体構成」に関する議論は、やはり目次案のようなものが何か目の前にな

いと具体的な議論がしにくいなという感じが正直しております。またそういうことを議論

する機会があると思うのですけれども、先ほど廿枝さんがおっしゃった、総論と各論、そ

して各論がスキームごとに分かれていくだろうというイメージというのは、若干私が考え

ているものと違ったのですね。これまで既に、３スキームを１つの機関で一体的に有機的

に動かしていこう、できるだけ３スキームの間の垣根をなくしていこう、同じような流れ

でやっていこうという議論を新ＪＩＣＡの業務の御説明の中ではなさっていらっしゃった

と思います。それを前提と考えると、手続に関して３スキームのガイドラインをそれぞれ

書き分ける必要性はどこまであるのかなと。基本的にはどのスキームについても、適用可

能な案件の形成段階に関する手続であり、審査に関する手続であり、実施に関する手続と

いうのがあって、その中でどうしてもスキームごとの違いが出てきてしまって書き分けな

くてはいけない部分というのがもしかしたら出てくるかとは思うのですが、手続そのもの

を３スキームごとに書いていくということが新しいＪＩＣＡの形との間でちょっと整合性

がないのかなという印象を私は持っています。どの程度違う手続をガイドラインにスキー

ムごとに書き込まなくちゃいけないのかということについて、もし廿枝さんの方で、この

辺はやはりスキームごとに書き分けなくてはいけないだろうなというイメージがあるよう

であれば、教えていただければと思ったのですが。 

○事務局（廿枝） ３スキーム一体でなるべく共通化して、それは業務フローだけではな

く、環境社会配慮ガイドラインについても、書き分けるのではなく、先ほど私が申し上げ

た言葉で言うと総論的な部分というのがなるべく多くなるようにしたいなという感じはも

ちろん持っているのですが、ただ、３スキームの中のとりわけ技術協力と資金協力―資
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金協力の中でも有償と無償というのは同じ資金協力ということで、各論においてもなるべ

くそろえていきたい、一本にできればそれに越したことはないのかもしれませんが、資金

協力と技術協力ということだと、具体的にどういうことをやるのかというのも相当違って

こざるを得ない部分は残るのかなという感じがしております。 

 あとは、途上国政府等外部の方々、具体的には途上国のそれこそ地方政府の水道局とか

そういう実施機関の人たちがぱっと見てぱっと対応できるようにする、そういった意味で

のユーザー・フレンドリーという観点からいくと、多少リダンダントであっても、済みま

せん、イメージで恐縮なのですけれども、有償資金協力のパートと無償資金協力のパート

というのはよくよく比較してみるとそれこそ半分以上は同じことだったりするかもしれな

いけれども、一覧性という観点でいけば、何ページから何ページを見れば一通り順を追っ

て、手順というか、どのタイミングでどういう手続をとらなければいけないのかというの

が間違いなくわかるというような、そういった意味では若干重複とかがあるのかもしれま

せんけれども、基本的には各論の部分はなるべく外の人がそれを使いやすいような形で整

理をしたいなと。 

 ただ、そうは言っても、総論のところは、まさに先ほどいただいたような基本理念とか、

あるいはどのスキームに関わらずやらなければいけないこととか、そういった原則論は当

然そこで整理してしまう。そういうことですので、とりわけ３スキーム一体のところは、

先日業務フローの説明をする中でもさせていただきましたが、とりわけ我々力を入れたい

なと思っているのは、承諾までの案件の発掘形成のところというのは、これはまさに一気

通貫で、スキーム別にやるということではなく、やりたいと思っています。ただ、合意し

た後、ローン・アグリーメントですとかグラント・アグリーメントなどを結んだ後の実施

段階になると、繰り返しになりますが、先ほど言いましたように技術協力と資金協力とい

うのは、そもそも業務の中身もそうですし、それに絡む環境ガイドライン上の手続なども

若干違ってくるのかなというイメージであります。 

○原科座長 できるだけ共通のものにしておきたいけれども、ある程度具体化してくると、

分けないと難しいだろうということですね。 

○事務局（渡辺） １つ補足しますと、技術協力の中で、開発調査というスキームは計画

づくりだけをやるスキームになっており、ほかのスキームと性格が異なりますので、これ

についてはまた違った手続があり得ると考えております。 

○原科座長 これから有償資金の方の前段というようなことになるのだけれども、今の廿
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枝さんの御説明は、前段という意味では無償も有償も同じだということで共通でいけると

いう御説明だと私は理解したのですが。 

○事務局（渡辺） また別途説明させていただきたいと思いますけれども、資金協力を前

提とした調査と、技術協力の中の開発調査とは別に存在するものと。 

○原科座長 いや、有償、無償です。有償か無償かというのは、その前段の調査は共通す

るのではないですか。 

○事務局（渡辺） そうなのですけれども、その調査と別の調査があるということです。 

○福田委員 今、渡辺さんのお話をお伺いしていて、ああ、そうだなと思ったのですが、

今、開発調査と呼ばれているスキーム、すなわち今のＪＩＣＡのガイドラインの主な適用

対象であるスキームについて、今後どこにぽこぽこ動いていくのかというところについて

もしまとめて御説明いただけるのであれば、まとめて御説明していただいた方がいいのか

なという気がします。 

 特に私が今気にしているのは、マスタープランの扱いです。マスタープランは多分いろ

いろなマスタープランがあり得て、これまでの御説明だと、マスタープランプラスＦ／Ｓ

と呼ばれているような、最終的には特定の事業プロジェクトについての案件形成まで行っ

てしまうものと、マスタープランなのだけれども行く行くは資金協力の具体的なプロジェ

クトにつなげていくようなもの、こういうものは協力準備調査として一方では位置づけ、

したがって、この新しい業務フローの中では案件形成の一部となる。ところが、そうでな

いマスタープランというのも恐らく残って、たしかこれは技術協力の実際の本体の実施の

中でそういうマスタープランの調査を行うという形になっていくという御説明だったので、

今、マスタープランに関する規定というのがＪＩＣＡのガイドラインには置かれています

が、それが、一方では協力準備調査において行われるマスタープランに関する部分という

のが新しくでき、一方では、開発調査というスキームの名前が残るのかどうかは伺ってい

ないのですが、実際に技術協力の一環として本当に計画づくりをやるための調査として残

っていくことになると思うので、その辺、現在の開発調査というスキームが今後どのよう

に新しい業務の中で分かれていくのかということをまとめて示していただけると、今後、

それではどこの部分についてこの新しいガイドラインの中で取り扱い手続を決めていかな

ければいけないのかということを考える上での参考になるかなと思います。 

○事務局（渡辺） 開発調査につきましては整理中のところがございますので、また機会

を改めて御説明させていただきたいと思います。 
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○原科座長 フロアから手が挙がりましたので、それでは、どうぞお願いいたします。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 言わずもがなだと思っているのですが、１点だけ確認させていただきたいのですが、今、

全体的な基本的な事項と各論的なものの２つに分かれていくであろうということをおっし

ゃっていたのですが、非常に重要だと考えているのが、ＪＢＩＣガイドラインの第２部の

２条に求められる環境社会配慮です。ＪＩＣＡガイドラインでは別紙という形になってい

ると思いますが、そこについてはもちろん残すという意見でよろしいかどうか。 

 もう１つ、コメントとして、確かに各論の中でスキームごとに書き分けられていくのは

合理的に聞こえるのですが、一方で、各手続のステップごとの環境社会配慮手続はやはり

時系列に現行のガイドラインに即して書いていかれることが非常にわかりやすいのかなと

考えている次第です。 

○事務局（杉本） 前半の御質問に関しましては、形式はともかくとしまして、第２部に

記載されている内容については新しいガイドラインにも反映していくということで検討し

ていく方向で考えています。その内容については、ほかに論点もありますので、追ってま

た議論させていただくことになると思います。 

 後段の点は、考慮しながら今後検討したいと思います。 

○原科座長 では、次に進みますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、進めてまいります。 

 Ⅱ「基本的事項と手続」に入ります。１「ガイドラインの適用対象」、２ページをごら

んください。下半分のところですね。ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣの規定が書いてございます。目

で追っていただきますが、適用対象、ＪＩＣＡの場合にはこの３つのスキームが対象とい

うことでございます。それから、その３つ以外の調査を行う場合は、その目的に応じて必

要な範囲においてこのガイドラインの関連部分を尊重するということになっております。

それからＪＢＩＣは、ＪＢＩＣが行うすべての投融資の対象となるプロジェクトについて

の環境社会配慮ということで、いずれも対象はかなり幅広くつかもうという考え方でつく

られております。 

 これに対して、論点、留意事項で、堀田委員、福田委員、それから小西委員、次のペー

ジは３ページになりますが、ＪＪ―ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣ双方からの御意見、いろいろ記

載されております。 

 この点に関して議論したいと思います。基本的に幅広く対象にしたいということの考え
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は同じだと思いますが、まず堀田委員から、「現在は複数機関が異なるフェーズにおいて

同一事業に関与する際の連携が必ずしも明示的でない」。この複数機関とおっしゃるのは

ＪＩＣＡとＪＢＩＣという意味ですね。双方が違う段階で関与しているということで、と

ころがこれからは今まで議論がありましたように新ＪＩＣＡで一貫して対応しますので、

そこで段階の違う、前の段階の結果を次の段階に反映させるということになりますね。こ

れは環境アセスメントの世界では通常ティアリングと言っていますけれども、前段の評価

結果を次に反映するということになります。あるいは、前段で配慮すると考えたことは後

段でしっかりそれを配慮してもらう。そういうことがきちんとできるはずだという御意見

だと思います。プロジェクトサイクル全体を見通した実効性のある環境社会配慮が可能に

なるはずなので、そのようなものにしていただきたいということです。 

 福田委員からは２つ御意見がございます。「無償の新たな業務フローに合わせ、無償に

おける環境社会配慮」、このことをしっかりやってもらいたい。それから、「無償におい

ても、審査やモニタリングのあり方を定め、影響住民からの異議申立てを受け付けるべ

き」だという、無償に関する配慮をきちんとやるという御意見をいただいております。 

 小西委員からは、迅速性という点でございます。企業の海外事業遂行上極めて重要な要

素であり、数カ月単位の時間の経過があれば、その間のいろいろな変動の影響を受けると

いうことで、事業の遂行に重大な影響を及ぼすこともあるので留意してもらいたいという

御意見です。 

 ＪＪからは、新ＪＩＣＡの業務に対応するため、これは当然ですが、適用対象を整理を

する。 

 そこで、整理に当たりましては、新ＪＩＣＡは資金協力、技術協力ともに、案件形成か

ら審査、実施段階まで一貫して関与する。先ほど最初に出てまいりましたけれども、これ

に留意し、重複のない、効果的・効率的な環境社会配慮確認ができるようなシステムにす

ることが必要である。「確認」という言葉はＪＢＩＣが使っていて、ＪＩＣＡは別の表現

になりますけれども、ここでは「確認」という表現になっています。また、スキームごと

の特殊性は考慮しつつも、できるだけ共通的な手続をとることを考える。これはただいま

議論したとおりでございます。 

 それから、有償資金協力につきましては、相手国政府等や我が国産業界からの迅速化の

要望についても勘案する必要があるという御意見です。案件形成から資金協力までを実施

している世界銀行、ＡＤＢ等の環境社会配慮政策（セーフガード・ポリシー）では、資金
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協力の事前調査については政策の適用対象外である。こういった情報でしょうか、御意見、

そういうようなことが記載してあります。このようなことが、今、論点整理のところでい

ただきました御意見とか情報でございます。 

 というところで、１番目の「適用対象」、どのように整理したらいいかでございます。

御意見ございますでしょうか。 

○堀田委員 先日私自身から出させていただいた論点をこのカテゴリに分類していただい

たので、少し補足させていただきたいのですけれども。 

 もともと問題意識といいますか、現状をどのように認識しているかということなのです

けれども、現状では、例えば開発調査というような名前で呼ばれているような調査をＪＩ

ＣＡが実施して、その調査後に、しかるべき環境社会配慮の準備ができていたかどうかと

いうことを判断して、その判断の結果その次のステージに進むべきだというふうに例えば

ＪＢＩＣが考えたとすれば、その後のスキームを続ける。実際には既に現時点で、例えば

ＪＩＣＡが実施したフィージビリティ・スタディ等の調査で出てきたいろいろな調査結果、

それからその後実施すべき提言についてＪＢＩＣが審査している段階で、きちんとそうい

うことがなされているかどうかというのを、両機関が連携して、皆さん非常に労力を割き

ながら情報交換して、例えばここの提言の背景にはどういった文脈があるのかということ

も含めて意見交換をしていらっしゃる。そういうことがなければ、提言書あるいは報告書

を一読しただけではその背景にある文脈がなかなか理解できないので、そういうことが必

要になってくるのだと思います。それが今度は今まで別々の機関だった２つの組織が一緒

になるわけですから、よりそういったことが連携しやすくなるはずだと期待しております

けれども、一方で今いろいろ課題があることも事実なのだろうなと。例えば、仮に組織の

形態が今と変わって、今別スキームで実施している開発調査のようなものとその後に行う

ＳＡＰＲＯＦのようなものの連携がよくなったときに、担当部署は同じところが担当する

のかどうか、担当者はどうなのか、そういったところに連続性があるのかどうか、こうい

ったところが１つ論点としてあると思います。 

 もう１つは、そういった今で言うスキームごとの連続性を考えたときによく問題になる

のが、間にぽっかりあいてしまう。時間的にある空白があいてしまう。そのときに、こう

いったことをこれから追加的に調べなくてはいけないよですとか、次のステージに進むた

めにはこういったことを直ちにやらなければいけないよといったことを前の段階で提言し

たとしても、その空白期間においてそういった配慮がなされているかモニターしたり、そ
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ういったことを相手国政府と調整したりといったような体制が十分でないとすると、その

空白期間は環境社会配慮の観点からすると非常にもったいないといいますか、本来であれ

ばもっときちんとした配慮がこの期間にできたはずなのにというようなことが問題になる

ことがしばしばあるように思います。前の段階で出された提言を次の段階でチェックする、

これは当たり前だと思って、それはこれからどんどん実施される体制になると思いますけ

れども、そこから一歩踏み込んで、そういった空白期間のような位置づけになっていると

ころをどのように環境社会配慮の観点から有効に活用し得るのかということが論点として

あろうかと思います。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 これはいろいろなケースがありますね。事前の前段の調査をやってからすぐ決まる場合

と、それから当然、熟度といいますか、当該国のいろいろな事情がそろったときに実際に

事業化ということがありますから、どうしても時間がかかるということは起こると思いま

す。いろいろなケースがあると思いますけれども、その場合にどういうぐあいにうまく連

携していくか。 

○福田委員 堀田委員のただいまの話との関係でちょっと思いついたことなのですけれど

も、例えば実際に環境アセスメントをやられて、実は今のやり方だと、ＪＩＣＡの開発調

査として環境アセスメントをやられて、そのままほったらかしにされて、ふと気がついた

ら事業として当該国で復活していて、その環境アセスメントが利用されるということをタ

イなんかで時々見ていることがあって、そういったものをどうしていくのかということが

１つの課題としてあり得るのかなということを今思いつきました。 

 私がここに書かせていただいているのは、無償資金協力についてもちゃんと審査やって

くださいという話なので、これは先ほどもお話しさせていただきましたし、恐らくそうい

う方向になるのだろうということで、特段何か異論があろうということではないと思いま

す。 

 実際にガイドラインの適用対象を今からガイドラインの文言に落としていくということ

を考えると、一体新ＪＩＣＡの業務って全部どこまであるのということが、実は私たちは

よくわかっていないような気がするのですね。 

 それには２つあると思って、まず幅の問題として、さっきから有償、無償、技協という

３つのスキームについて話していて、それで話が通じるということであればいいのですが、

ほかにどういうことをやるのかということが必ずしもクリアでないので、これをガイドラ
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インの文言に落としていったときにどういう説明の仕方をしたらいいのかということは１

つ課題として出てくる。これはむしろ、新ＪＩＣＡが一体これからどういったことをする

のかということをきちんと御説明した上で、その３つのスキームを書けばいいのか、それ

以外にこういうところについてもカバーすべきじゃないかということが出てくるのかとい

うことは議論した方がいいのかなと思います。 

 もう１つは、どこまで上流にさかのぼるのかということも気にしています。というのは、

一回ＪＢＩＣの会議室で開催したときに、業務フローの御説明を植嶋さんと中澤さんから

していただきました。あの表は実は協力準備調査から始まっている表でありまして、それ

より上流の部分、例えばローリング・プランの話であるとか、あるいは、どういう名前に

なるのかは私もよくわかっていないのですが、新ＪＩＣＡとしての国別の援助方針という

ようなものについてはこのガイドラインの中で扱わなくていいのだろうかということはも

う１つの論点として、幅の問題と、どこまで上流をこのガイドラインの中で扱いたいのか

ということは出てくるのかなと思います。 

 問題は、上流にさかのぼっていったときに、実際に上流段階で新ＪＩＣＡがやる業務と

環境社会配慮というテーマがどのようにリンクしてくるのかということがテーマになって

くるのかと思います。例えば、先ほどのローリング・プランの公開については前回の委員

会でも議論されましたし、きょうも先ほどＮＧＯからの提案ということで御説明させてい

ただきました。確かにローリング・プランの公開そのものは、一見すれば環境社会配慮と

は独立した１つの新しい業務のあり方に関する議論であるということは言えるかと思うの

ですが、一方で、これだけ前回の委員会でも話題になり、ＮＧＯとしても関心を持ってい

るのは、より早い段階で、日本政府がどのような支援をやろうとしているのか、新ＪＩＣ

Ａがどのような事業を支援対象として可能性を感じているのかということを知ることで、

より早い段階でステークホルダーからの意見の表明が可能になるという意味では、これは

やはり環境社会配慮とも関係あるテーマだろうということを感じています。 

 そういう意味では、最終的にガイドラインがどこまでカバーするのかということもある

かと思いますし、あるいはそれとは別にこの有識者委員会から新ＪＩＣＡへの提言として

何か物を、ガイドライン直接ではないですが、環境社会配慮に関連する事項として提言す

るというやり方もあるのかなと思うのですが、ガイドライン適用対象という議論との関係

ではそういった点についても考えなくてはいけないのかなと思っています。 

○原科座長 ありがとうございました。 
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 今、横幅、どこまで幅を広げるか、縦、どこまでさかのぼっていくかということで、両

方考えなくてはいけないという御意見だと思います。 

 横幅に関しましては、３つのスキーム、これは当然だとして、プラスアルファどこまで

含めるか。今、ＪＩＣＡの書き方はかなり幅広く対処できるようになっておりますので、

私は何かそんな感じでいいのかなという感じがいたしました。ＪＢＩＣも基本的にそれに

近いと思いますね。ＪＢＩＣが関与する投資に関してはすべて対象にするとなっておりま

すから、幅広く対象にするということだと思います。ですから、それ以後はスクリーニン

グをしっかりやれば、本当にきちんとやるものが上がってくると思います。 

 ですから、その辺は大体いいのではないかと思いますけれども、上流、どこまでさかの

ぼるか、これは大変重要な問題だと思います。その意味では、先ほど堀田委員がおっしゃ

ったように、まさに上流、事業実施段階でのものと、さらにＪＩＣＡは開発調査というこ

とでもっと前の段階、上流段階で関与してこられましたから、基本的にはそういうことで、

今後は新ＪＩＣＡはかなりたくさんの段階について対象にしますので、基本的には何段階

かになりますけれども、ではそれをどこまで行くか。よく我々アセスメントの世界では、

事業、プロジェクトを行う前の段階は計画段階といいまして、その前は政策段階です。こ

れは、アセスメントの世界ではというか、計画、政策の世界では一般的な認識ですけれど

も、一番最初に方針を決める政策段階がございます。英語でポリシーと言いますね。次は

プラン、プログラムということで、プランは大きな枠組みを決める、プログラムはさらに

具体的な時間概念も入ってきまして、手順まで考えるということで、ポリシー、プラン、

プログラムという整理をしております。これは政策、計画の分野、それからアセスメント

の分野、みんなそうです。それで言いますと、政策段階までさかのぼって対象にするべき

なのか。これはポリシーですね。あるいは計画段階、広い意味の計画で、中身はプランと

かプログラム、その段階までにとどめるのか、その辺のところの議論をしなければいけな

いと思います。先ほどおっしゃったローリング・プランを扱うというのは、恐らく政策段

階までさかのぼるべきだというような御意見に近いのだと思いますけれども、その辺をど

うするかですね。 

○中山委員 それほど上流ではないのですが、変則な場合が１つあると思うのです。開発

調査、マスタープランとかＦ／Ｓとかあると思うのですが、連携の話は出たのですが、連

携に触れなかった、例えばＦ／Ｓをつくったのだけれども残念ながら日本の融資に至らな

くて違うドナーがついてしまったという可能性もあるのですよね。そういったことは余り
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好ましいことではないのでしょうけれども、やはりあり得るので、そういったときに、ほ

かのドナーを余り意識する必要はないでしょうけれども、どこでも合わせられるようなガ

イドラインというか環境配慮も必要じゃないかということも記述する必要があるのではな

いかと思います。 

○原科座長 今の言葉で言うと、開発調査をやった結果判断して、実際に事業化段階では

ほかの主体になった場合ですね。連携できないような場合に、その整合というのは、ほか

のドナーの……。 

○中山委員 ほかのドナーが、例えば環境に配慮していると言ってもすごく幅があります

よね。その幅を意識するじゃないでしょうけれども、そういうことまで頭に置いておかな

いと、せっかくいいＦ／Ｓをつくっても、それが生かされるかどうかというのはまた違う

話だと思います。ドナーが違えば。 

○原科座長 ですけれど、それを配慮するというのはどういうことですか。 

○中山委員 配慮する必要はないですけど、そこまで考えておかないと。 

○原科座長 そういうこともあるのだということですね。 

○中山委員 はい。 

○堀田委員 今の点なのですけれども、実際に全く別のドナーが実施段階を担当するとい

うことも確かにあるでしょうし、そのときにどういう形で責任をとり得るのかということ

も１つの論点ですが、もう１つは、ある段階では別のドナーが担当して詳細設計なりを行

ったとしても、その後、例えば施設建設であれば、その建設段階で協調融資のような形で

また同じ新しいＪＩＣＡがかかわるといったようなこともあるのではないかと思うのです。

ですので、いずれにしても、ある調査を行ったその次の段階で、ほかのドナーから、今ま

でどういった環境社会配慮がされていて、これからどんなことをすべきだというようなこ

とに対して仮に照会があれば、それは積極的にその情報を開示していく必要があると思い

ますし、それは恐らくその次の次の段階での自分たちの組織に対する責任のとり方という

ことになるのかなと思います。 

○原科座長 内部的に連携するだけではなくて、対外的にも連携できるような準備をして

おく、情報をつくって用意しておいて情報公開を進めるということですね。それは大変大

事ですね。 

○福田委員 今の中山さんの議論で１点確認させていただきたいと思ったのですが、おっ

しゃるとおり、今までのフィージビリティ・スタディというのは、実際に事業化されなか
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ったとか、ほかのドナーが持っていったということはいろいろあると思うのですけれども、

新しく協力準備調査という名前がついてＦ／Ｓをやる場合というのは原則としては日本政

府の資金協力につなげるつもりで始めるということなので、もちろん最終的にいろいろな

事情で支援できない、あるいは向こうから支援を断ってくるということはあり得ると思う

ので、Ｆ／Ｓだけが残ってしまうということはあると思うのですが、協力準備調査そのも

のについては最終的な資金協力につなげるつもりでやっていくということなので、恐らく

Ｆ／Ｓはほとんどがそのまま実際の事業につながっていくであろうという期待でもってや

るということになると思うのですが、それとは別に、Ｆ／Ｓだけを協力の対象として技術

協力をかけるという今の開発調査のようなものは残るのですか。 

○原科座長 今の御質問に対して、いかがでしょうか。Ｆ／Ｓだけを、つまり、これまで

と違って、事前に行った調査の結果というのは、その段階でまずチェックしますよね。費

用対効果とか環境影響を。総合判断して、だめならそれでもうやらないと決まりますけれ

ども、その事前調査段階でやるべきと決まった場合には、当然資金協力、これは有償か無

償かわかりませんけれども、どちらかの形で次の協力に行くわけでしょう。それ以外に、

最初からもうそういうこと、次の段階を想定しないＦ／Ｓというのは考えておられるかと

いうことですね。 

○事務局（熊代） 先ほど渡辺が言いましたように、調査の整理はまた御説明したいと思

いますけれども、今のところ、理屈上はそういうものも残ることがあるのではないかと思

っています。最終的に整理をしたら、また追って御説明したいと思います。 

○原科座長 それは両方、今のところまだ確定的ではないけれども、あり得るということ

かもしれません。 

○高梨委員 今お話が出た点なんかもそうなのですけれども、実は、協力準備調査の中身

が我々現場をやっている人間でもまだ不透明なのですね。我々の理解では、協力準備調査

という名前のふたをあければ、基本的には従来の３スキームがそのままあるというような

理解でいるのですね。ただ、残念ながらそこの業務フローがまだ明示的にに示されていな

いので、私たちも実は悶々としているところが随分あるのです。残念ながら無償と有償は

やはり違うことがありますし、同じ技協でも技プロと開発調査は違うところもあるという

ことで、それぞれがどう運用するかということなると、それぞれ別のスキームが当然なが

ら出てきてしまうというのが現実だろうと理解をしています。 

 そういう意味で、今、福田委員にいいことを言っていただいたのですけれども、私ども

 24



からすると、ぜひＦ／Ｓをかけたものは有償をつけて最終的に完成させるというのが……。

恐らく先方の途上国政府もそれを一番期待しているのではないかと思うのです。調査だけ

を頼むというのが本当にあるのかなというのは私は若干疑問があり、そういうことがまた

本来のあり方でいいのかなと。そういう面ではまさに上流が大事で、その段階でどこまで

日本が応援するかというのを決めるのがまさにローリング・プランだろうと思っているの

です。その段階では最初に一度Ｆ／Ｓをかけるとか、向こうのケイパビリティの弱いとこ

ろは技術協力をかけるとか、足りないところの施設を円借款でぜひ応援しましょうという

形で、上流でスキームをうまく割り当てて実施に持ってくるというのが私どもの期待なの

です。ただ、そのときに本当に有機的な連携が新ＪＩＣＡになってできるかというところ

で、今議論が出ていると思います。特に今回のこのガイドラインではそこのところがはっ

きりしないと、皆さんわからないところで議論するようなことになると思いますので、同

時並行的にやはり業務フローをしっかり出していただかないと、それぞれの理解で、無償

はこうなるのではないか、有償はこうなるのではないかというような議論で進んでしまう

という懸念を持っています。ぜひ業務フローを早目に出していただくということの努力も

ぜひお願いしたいと思います。 

○事務局（廿枝） 今の高梨委員のコメントについても後で申し上げたいと思います。 

 まず、幅の問題については、最初の方で業務フローについて説明したときに、ＪＩＣＡ

法の業務に関する規定に沿って御説明させていただいたかと思うのですが、要は、技術協

力があり、有償資金協力があり、無償資金協力があり、それ以外にボランティア事業だっ

たり、あるいは緊急援助隊のようなものもあるわけですけれども、そういった事業とそれ

らのための調査研究業務、それから附帯業務という形になっているわけです。基本的には

今のＪＩＣＡ、ＪＢＩＣのそれぞれの法律上のたてつけも同様の構造になっているわけで

す。 

 私どもが現時点で考えておりますのは、ガイドラインの幅としては、ボランティア事業

とか緊急援助、それは新たに加えるのではなくて、まさに技協、有償、無償のそれぞれに

ついてはカバーするということでおります。協力準備調査というのはまさに読んで字のご

とく、将来的な資金協力や技術協力、例えば技プロのための案件を作るとかも含めて、い

わゆる本体事業についても新ＪＩＣＡ自身が支援をするということを想定して、どういう

案件を作るかというのを協力準備調査では念頭に置いてやっているわけなのです。それと

は別に、先ほどからご議論のあった技術協力としての開発調査、あるいは技プロというの
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は、まさに技術協力としての意義、技術移転とかそういった意義がある。開発調査であれ

ば成果物としての調査報告書ができるわけで、それはそれで１つの成果物であるのですけ

れども、そこに至るプロセスで相手国に対する技術移転といったような技術協力的な効果

もあるということで、ＪＩＣＡ法では引き続き技術協力事業という号が立っているという

ことなのです。ただ、協力準備調査については、繰り返しになりますが、いずれ本体事業

については、技プロであったり、無償資金協力であったり、有償資金協力であったり、あ

るいはそれらの組み合わせであったりするような形で新ＪＩＣＡ自身が支援するというこ

とを想定して、その準備をやる調査というふうに考えております。 

 ですので、堀田委員からご指摘のあった、今はＪＩＣＡ、ＪＢＩＣと機関が分かれてい

て、その間の連携についてはかなり意識的に努力をしないとなかなか、というところは、

新ＪＩＣＡではスキーム別の組織というのはありませんので、地域と課題という軸でスキ

ーム横断的に対応するということで、とりわけ、ローン・アグリーメントとかグラント・

アグリーメントという相手国政府と合意する前の段階、協力準備調査の段階では、地域部

が担当地域を主管する形でセクター別の課題部の支援、あるいは在外事務所の支援を仰ぎ

ながら案件を作っていくということです。ですので、協力準備調査をやってみたら環境社

会配慮面でこういうところが課題としてある、だからこういうアクションが求められるの

ではないかといったような提言がなされれば、それをきちんとやったのか、あるいは事業

が始まったらやれそうなのか、やる能力があるのかということは、当然環境社会配慮面の

審査事項としては入ってくるわけでございまして、それが満たされそうかどうかというの

を環境社会配慮面の審査で確認した上で、本体に対して新ＪＩＣＡとしてコミットするの

かどうか、日本政府に対してＪＩＣＡの審査結果としてはこうでしたと言うのかどうかと

いうのは、しっかりそこで受け渡される。中には、残念ながら協力準備調査をしてみてか

なり課題がたくさん出てきてしまって、相手国政府にそれをぶつけたところ、こんなにや

らなきゃいけないのだったらもういいですというような場合もあるかもしれないけれども、

それは新ＪＩＣＡで技術協力もできますので、技術協力をすることによって相手のキャパ

シティが高まって乗り越えられそうなものであれば、それもあわせて、では資金協力と組

み合わせてやりましょうということもあるかもしれません。そういう形で、まさに我々が

今ここでコメントしているのは、なるべくスキームに使われるのではなくてスキームを使

いこなす機関になるためには、そういう形でやっていきたいというふうに考えているとこ

ろです。 
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 ですので、最後に高梨さんからご指摘のあった業務フローとか協力準備調査の事務フロ

ーがなかなかはっきりしないというところは、済みません、我々もまだこれまで十分にご

説明できてないのかもしれませんけれども、協力準備調査の基本的な位置づけ、あるいは

それに期待していることというのは今私が申し上げたとおりでございまして、具体的な協

力準備調査の業務フローについては、またその時期が来ればなるべく早く具体的にご説明

をしたいと考えております。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 そうしますと、先ほどの議論で、開発調査、つまり現行形式のものがどうなるかという

御質問がございました。今のお話で、協力準備調査というのは明確に１本筋が通る前提で

すね。ただ、最後におっしゃったように途中でとまる可能性があります。これはケース・

バイ・ケースで、基本的にはそういう考えでスタートする。 

 もう１つは、技術協力として従来の開発調査のある部分でしょうか。だから、その部分

は「開発調査」という言葉を使わない方がいいですね。混同しますね。 

○事務局（熊代） 多分名前も変えることになると思います。 

○原科座長 別の名前ですね。技術協力だとわかるような表現になるかと思いますが、そ

ういう２種類があるということの御説明だと思います。 

 ということで、特に業務フローに関して、協力準備調査、この一連の流れのものに関し

てはできるだけ早く御紹介いただいた方が議論が進むと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○福田委員 今の議論の関係で３点、重要だと思ったことを述べさせていただきたいと思

います。 

 １つは、フィージビリティ・スタディを原則資金協力につなげていくというのは、私は

いいことだと思っているのです。それはなぜかというと、同じＦ／Ｓをやるのでも、相手

国政府が、これは資金協力につなげる本気の事業なのだというときに、こちらがＦ／Ｓの

調査の中で相手国とコンタクトしながらどこまでぎりぎり議論できるかというものと、Ｊ

ＩＣＡの調査団が来て報告書つくるのでしょう、それは最終成果物として報告書があるけ

ど、それがどうなるかはまた別の話ですよねというときの相手国から引き出せる環境社会

への配慮というのは恐らく違うのだろうなということは感じていて、そういう意味ではや

はりＦ／Ｓをきちんと、これは事業化するという、資金協力のためにきちんとやるのです

よということを前提にやるというのは、相手の真剣さ、あるいは調査の中身の密度という
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のはおのずと変わってくるのだろうなという気がしています。一方で、やはり危険だと思

うのは、協力準備調査をやったから資金協力につながる、これはない。こういう前提で物

事が動いているのではない。まさにＦ／Ｓというのはフィージビリティを確認するために

やるわけですし、その中で環境アセスメントをやり、どのような環境影響があるのかとい

うことを相手国と調べていくことになるわけですから、その後にはきちんと審査が待って

いるのですよと。審査の中で、例えば協議準備調査の中で課題になったものがクリアされ

なければ、それは日本政府としては支援できないのですよという審査がその後にあり、そ

こで資金協力の是非が判断されるのだということは、恐らくガイドラインとしてはクリア

なメッセージとして発していく必要があるのだろうなと思います。 

 もう一点ですが、今のお話しだと、結局現在の開発調査として行われているようなマス

タープランやＦ／Ｓというのは、いずれにしろ新ＪＩＣＡでは何かしらのスキームの形と

して、技術協力の一環として残るということになってくるので、それなら、協力準備調査

の一環ではないフィージビリティ・スタディなりマスタープランなりをガイドライン上ど

のように位置づけていくのか。現行のＪＩＣＡのガイドラインは主にこれについて書かれ

ているわけですけれども、これについても新しいガイドラインでカバーしていくことが必

要になるのかなと思いました。これは、ＪＩＣＡの皆さんから新しく調査スキームがどう

なるのかということを御説明いただけるという話なので、それを踏まえて議論すればいい

話だと思いますが、いずれにせよ、その点についてもガイドラインの中で議論していく必

要があると思います。 

○原科座長 それでは、吉田委員、どうぞ。 

○吉田副座長 今の議論しているところで幾つかポイントが挙がったことに関連する提案

というかアイデアなのですけれども、１つは、堀田委員からありましたギャップですね。

ギャップをどう埋めるか。現実にそういうギャップがあることはわかっているのだけれど

も、手が出せないで時間ばかり行ってしまうとか、責任所在が不明確になってしまう、そ

れから迅速性を持たせなくてはいけないとか、柔軟性、迅速性、それから審査諮問機関か

らのアドバイスをどう実施にすぐ移せるのかというようなせっぱ詰まった。すなわち、環

境社会配慮を迅速・柔軟・的確に実施するようなリソース、資源、そういうものが別途で

きないものかなと。今あるのだったらもうそれを使っていると思うので、どうもあるよう

には思えない。すなわち、よく使うコンティンジェンシー・ファンド、予備費ですね。環

境社会配慮予備費というような項目が何か１つつくれないものか。もしそういうものがガ
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イドラインをつくる過程で、あるいはそういうものを導入できることにすれば、それは本

当に新ＪＩＣＡが明示的に世界に発信する非常にいい弾と言ってはあれですけれども、や

るよというスタンスを示すものになるのではないかと思うのですね。独立法人になってそ

ういう予備費的なファンドがどのようにできて、どのように使えるかちょっとわかりませ

んけれども、名前はどう呼ぶかわからないのですが、緊急社会配慮予備費とかコンティン

ジェンシー・ファンド・フォー何とかとか、そういう形になると思うのです。それがある

とないとですごく、今ここで懸念されたギャップをどう埋めるか、柔軟性、それから審査

諮問機関のアドバイスをどうすぐ実施に移すかとか、そういう意味でかなり大きなインパ

クトがあるという意味で、今ここで議論をするのではなくて、そういうアイデアを１つこ

こで提案しておいて、何かうまく落ち着くところに落ち着ければそれでいいなということ

で、テイク・ノートしてほしというだけの話です。 

○原科座長 どうもありがとうございました。ほぼ半分参りましたので、そろそろ休憩を

入れますが、今のお話ですね、柔軟性、迅速性、大変重要なことだと思います。そのため

にも、協力準備調査の判断、判定ですね、これを透明性高く説明責任を十分果たす格好で

しなければいけないですから、審査諮問機関の設置は極めて重要だと思います。これはマ

ストだと言っていいと思います。そういうものがないと、透明性、迅速性に関して内部で

決めてしまった場合には、必ず不透明という声が出ますから、透明性を確保するためにそ

ういったものをきちんとつくると。今、ＪＩＣＡはそれを持っておられますから、新ＪＩ

ＣＡもこれはきちんと継承していただかなければいけないと強く感じました。 

○清水委員 このＦ／Ｓとガイドラインの適用対象という関係で、今後考えていかなくて

はいけないだろうと思ったことがあったので、述べさせていただきます。 

 ２点ありまして、１つ目は、Ｆ／Ｓを他機関が実施して、その後、新ＪＩＣＡと他機関

が協調融資し、一部分はＪＢＩＣが融資して、一部分は他機関が融資するという場合に、

現段階では、例えばＪＢＩＣの場合はＪＢＩＣの部分だけをモニタリングしているのでは

ないかと理解していますけれども、今後それをどうするかという話です。 

 もう一つは、新ＪＩＣＡがＦ／Ｓをして、その後、実施の段階になったときに新ＪＩＣ

Ａと他機関が協調融資をして、それぞれ別の部分に融資をするというときに、審査はもち

ろんＦ／Ｓでやった全体を含めるべきだと思いますけれども、モニタリングの段階ではど

うするのかとか、他機関との協調融資の枠組みとの関係があるので、その辺どうなるかよ

くわからないところもあるのですけれども、そのあたりも今後考慮しながら議論していか
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なくてはいけないと思いました。 

○原科座長 では、それもテイク・ノートということになります。 

 では、休憩いたします。４０分から再開します。 

 

午後３時３０分 休憩 

午後３時４１分 再開 

 

○原科座長 それでは、時間が参りましたので再開いたします。 

 では、続けて議論いたします。 

 適応対象ということで議論してまいりました。横の幅に関しては、先ほども、基本的に

はそんなに大きな違いはないように思いました。ですから、その辺のところをできたら事

務局で、幅に関してはこのようなかたい表現していくと、表現の工夫をしていただきたい

と思いますが。 

○福田委員 適用対象について１つ思い出したことがあって、それはＪＩＣＡに移管され

ない無償資金協力の話なのです。実は、前回のＪＩＣＡの改訂委員会の際にも無償資金協

力の扱いについては相当議論になって、ＪＩＣＡが担当しているのが無償資金協力の事前

の調査と実施促進であるということで今回こういうガイドラインがつくられているわけで

す。今回ＪＩＣＡに移管されるものと外務省に残る無償が出てくるわけですが、私は、外

務省に残る無償―これはテクニカルにはＪＩＣＡのガイドラインの議論とはまた離れて

くることになるわけですが―について今後どのような環境社会配慮が行われていくのか

という点についても関心がありまして、この場で取り上げることがどこまで適当なのかど

うかということはありますが、この点について外務省の方で何か検討されていらっしゃる

ことがもしあれば教えていただきたいなと思ったのですが、そういうことは可能でしょう

か。何か北村さんに対する質問になってしまいましたが。 

○北村委員 きょうこの場でということではございませんけれども、もしそういう場が必

要であればアレンジはしたいと思います。ただ、基本的な考え方としまして、外務省に残

る無償資金協力については、機動的な実施の確保その他外交政策の遂行上必要なものとい

う整理がありまして、そういう意味では、大きなプロジェクト案件というよりはむしろ財

政支援的なもの、草の根・人間の安全保障無償等の小規模なものが想定されていますので、

それらに対する環境社会配慮についてどうするかというのは別途また検討がなされるべき
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ものだというのが、とりあえず私が今ここでお答えできる現状でございます。 

○原科座長 少なくとも現行のガイドラインでやっているような仕組みは残るわけですよ

ね。 

○北村委員 外務省に残るものについてＪＩＣＡの調査を絡ませてやらなければいけない

ものがあるのかどうか、そこも含めて検討中です。 

○原科座長 そういうことも入っていますか。 

○北村委員 単にお金が出ていくだけのものもございますし。 

○原科座長 しないかもしれないということですか。 

○北村委員 現時点できちんとお答えできる立場にはありませんけれども、いわゆるノン

プロジェクト型の無償資金協力であるとか草の根・人間の安全保障のような非常に小規模

なもの等々が外務省に残ることが想定されているものですので、そこについて、実際に新

ＪＩＣＡに移る無償資金協力と同じような形での手当てがどこまでどう必要なのかという

ことについては別途検討がなされているというのが現状でございます。 

○原科座長 では、今の件はそういうことで、改めてまた教えていただきたいと思います。 

 では、今の件はここまでにいたしましょう。 

 ほかにございますか。 

 きょうの段階では、先ほどの業務フローのこともございましたので、なかなか上流どこ

まで行けるというのはなかなか難しいかもしれませんから、現在段階で御説明いただいた

ことをベースに、上流段階、政策段階は難しくても計画段階という概念に対応するような

ところで、協力準備調査は当然対象ですよね。その辺は合意はありますね。 

 ということでよろしいですよね。 

○事務局（廿枝） そもそも上流のどこまでというところですけれども、新ＪＩＣＡの環

境社会配慮ガイドラインの対象範囲としては、やはりＪＩＣＡ自身が責任を持って担当す

る仕事の範囲だと思うのです。ただ、ローリング・プランとかそういう部分というのは政

府の政策判断と実施機関の仕事の交わるようなところで、新ＪＩＣＡ自身が独自に決定す

るようなものではございませんので、そこは先ほど福田委員からも、環境ガイドラインの

中で規定するのがいいのか、あるいは環境ガイドラインの範囲とはまた別に、例えばこの

有識者委員会の提言なり、それ以外の場で何らかということをお考えということでしたが、

現時点では、少なくとも私としては、ローリング・プランについて環境社会配慮ガイドラ

インの中で規定あるいは適用対象にするのは無理があるのではないかなと考えております。 
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 それから、協力準備調査は、先ほどの私の説明はちょっと舌足らずだったかもしれませ

んが、これは技術協力事業ということではなくて、あくまでＪＩＣＡ法の中での各種の業

務が並んだ後のそれらのための調査研究業務ということでやりますので、この協力準備調

査自体をガイドラインの適用対象にどういう形でするのかというのは今後またご議論させ

ていただきたいと考えております。少なくとも今のＪＩＣＡの技術協力事業として行って

いる開発調査ですとか無償の事前調査というものとは、そもそも法律的性格が異なるもの

でございますので、それをこの環境ガイドラインの中でどう位置づけるかというのは慎重

に検討する必要があると我々は考えております。 

○原科座長 ですけれど、基本的にはＪＩＣＡの業務ということで考える。基本はそうで

すね。対象は。ですから、ＪＩＣＡの業務が全体として環境社会配慮をしっかり行うとい

う意味で考えなければいけないのですから、当然対象になり得ると考えていいのでしょう。

今おっしゃった意味がよくわかりませんが。 

○事務局（廿枝） 協力準備調査というのは、先ほど言いましたように、その調査が対象

としている本体の事業、これはいずれ、技プロとしての技術協力事業、あるいは無償資金

協力事業、あるいは有償資金協力事業、あるいはそれらの組み合わせとして間違いなくこ

のガイドラインの対象になる協力形態で、本体の事業はいずれにしてもガイドラインの対

象になるわけでございます。そのための準備の調査自体をとらまえて、さらに二重にガイ

ドラインの対象にするのがいいのか。いずれにしても本体の事業についてはガイドライン

の対象になるわけですので。 

○原科座長 段階が違いますから、二重という意味にはならないと思いますが。 

 では、この辺はまた議論いたしましょう。 

○福田委員 私もまさに原科先生がおっしゃったのと同じで、協力準備調査は当然ガイド

ラインの対象になるのだろうと考えております。恐らく、今のＪＢＩＣの方がなさってい

る仕事とＪＩＣＡの方がなさっている仕事でもってガイドラインというものに持っている

イメージは多分違うのだろうなという気はするのですが、結局環境社会配慮上重要なのは、

いかに代替案の検討の段階でそれぞれの代替案の環境影響あるいは社会的影響をきちんと

評価し、その代替案の選択するプロセスにおいて人々が参加できるかどうかということを

確保していくというのが、最後の最後でこのプロジェクトがオーケーかどうかということ

以上に重要であるという側面もあるわけですね。それをやろうと思ったら、まさに日本政

府が日本の税金をもってやるところである協力準備調査の中にそういったプロセスをどの
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ように埋め込んでいけるのかというのが環境社会配慮上は極めて重要な課題であり、だか

らこそＪＩＣＡのガイドラインをこれだけみんなが集まって議論し現行のガイドラインと

いうのはつくられているわけです。もちろん審査の規定というのは重要ですし、今後も現

行のＪＢＩＣのガイドラインのようなものは残っていると思うのですが、しかし一方で、

審査の段階で切ればいいということなのだろうかというと、実はその上流の部分でどうい

った手当てができるのかということは非常に重要な問題ではないかと思っています。逆に

言うと、ＪＢＩＣの現行のガイドラインは国際金融等もカバーしているというのもあるの

ですが、これまでＪＢＩＣのガイドラインに関する議論の中で、ＪＢＩＣの方は、私たち

は確認しているだけなのです、このガイドラインの役割は確認なのですということを盛ん

におっしゃってきたわけです。私たちは、相手国でＦ／Ｓがつくられたものについて融資

申請があって、それに融資を出すかどうかというところからかかわらざるを得ないという

ことによる限界、世界銀行、アジア開発銀行とは違う限界がある。だからＪＢＩＣはここ

までしかできないのだということが、このガイドラインの策定のプロセスでも盛んに言わ

れたわけです。今回はそうではないだろうと。今回は、もし何か相手国に足りないことが

あるのであれば、協力準備調査という形で手伝うこともできるし、あるいは３スキームが

一体になることで技術協力という形で助けることもできる。そういう中で新しいＪＩＣＡ

がどのようなガイドラインをつくるべきなのかということを考えていかなくてはいけない。

そのように考えると、協力準備調査のガイドライン対象にしないということはないのだろ

うなと私は考えています。１つのプロジェクトについて二重にガイドラインがかかるとい

うのは非常に違和感がある話で、案件形成の段階は何をやるか、案件審査の段階は何をや

るか、それから実施段階は何をやるかというのはまさに違ったことが要求されるので、そ

れは別に二重に何かダブる規定が設けられるということにはならないのだと思います。 

○原科座長 それでは、フロア、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 まさに原科先生と福田委員がおっしゃったことに私も賛成です。プロジェクト案件形成

段階、審査段階、実施段階では、段階に応じて環境社会配慮がなされていくものだと私も

理解しております。さらに言えば、ローリング・プラン段階における環境社会配慮の組み

込み、これは非常に上流ですので、ひょっとしたらガイドライン上は１～２行で済ませて

しまうのかもしれませんが、例えばローリング・プラン段階である国の支援を考えたとき

に、セクター別あるいは優先プロジェクトをどのように組み立てていくか、その中にこそ
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ＳＥＡ的な考え方を組み込んでいく十分な余地はあるのではないかと私は考えております。

ですから、非常にざくっとした言い方をすれば、程度問題はありますが、やはり環境ガイ

ドラインがカバーするべき範囲というのは新ＪＩＣＡさんとしておやりになる範囲である

べきだと私は思っております。すなわち、新ＪＩＣＡさんがローリング・プランの作成に

何らかの形で関与されるのであれば、その新ＪＩＣＡさんの関与の度合いに応じるかもし

れませんが、何らかの規定があってしかるべきだと私は考えております。 

○原科座長 ありがとうございました。 

○早水委員 私も、全体の議論の流れからして、基本的に新ＪＩＣＡの事前調査も含めて

ガイドラインの対象になるという流れなのだろうなと思って聞いていたのですが、そうじ

ゃないという議論もどうも出てきたので、事実確認をしたいのですが、きょうの資料の３

ページのＪＩＣＡさんのコメントで出ていたと思うのですが、１の箱の一番下ですけれど

も、「案件形成から資金協力までを実施している世界銀行、ＡＤＢ等の環境社会配慮政策

（セーフガード政策）では、資金協力の事前調査については政策の適用対象外」と書いて

あるのですが、これの背景とかをもし御存じであれば教えていただければと思うのですが。

なぜそうなっているか。 

○原科座長 私もこれ疑問がありまして、ちょっと御説明いただきたいと思います。私の

認識は違うのです。どういう事実からこのことをインプットされたか、御説明ください。 

○事務局（杉本） 確認致しました資料は、世銀、ＡＤＢのホームページ等々に出ていま

すオペレーショナル・ポリシーやバンク・プロシージャーといった資料です。ここに出て

おります内容では、適用対象外という表現ではないのですが、実際にこういう形で手続を

進めていきますという記述が、環境影響評価や案件形成の事前調査に関するオペレーショ

ナル・ポリシーにてなされているのですけれども、そこで環境についてどう扱うかという

ような手順を確認すると、セーフガード政策の適用に関する記述がないということで、資

料ではこういった形で書かせていただいているところです。 

○原科座長 そうしますと、ちょっと考え方、見方に違いがあると思います。 

 事実関係を言いますと、世銀では９０年代半ばからセクター部門別にＳＥＡを始めてい

ます。ＳＥＡというのはまさに事前段階の調査に対応するものなのです。それをもう明確

に１０数年やってきていますから、そういう認識からすると、ちょっとこの表現は適切じ

ゃないように思いました。だから、そういう意味では、今議論があったように、事業の前

の上位段階の調査なのですよ。プログラム段階。これは当然対象です。世銀はそれをもう
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１０何年やってきて、それを世界に広げているのですからね。だから、こういう言い方を

すると世銀はそんなことやってないみたいに思ってしまうので、ちょっと表現はうまくな

いかもしれないと思います。 

 そんな意味合いで申しても、本体のプロジェクトに先行する作業は新ＪＩＣＡの業務で

すから、当然このガイドラインの対象だと思います。 

○清水委員 私も、先ほどから議論になっているその協力準備調査がガイドラインの適用

になるか否かについて、原科先生、福田委員の意見に賛成です。今まで実施の段階で問題

になったときに、その原因は何かと言うと、調査がしっかりされていなかったであるとか、

調査の段階でのステークホルダーが対象となっていなかったというようなこともありまし

たし、やはり協力準備調査においてガイドラインが適切に運用されていくことが非常に重

要であると思っています。 

 それから、ＡＤＢの関係で早水委員から質問のあった件ですけれども、実際、世銀の環

境政策の方でも、スクリーニングの手続が省かれているという話とは別に、借入人は環境

アセスメントをするに当たってＡＤＢのリクワイアメントに従わなければいけないという

ことが書かれていますし、私が見たＡＤＢのテクニカル・アシスタンスでは、かなり細か

くＡＤＢの政策にのっとることということが書いてありますので、一番最後のポツにある

「政策の適用対象外」というのは少し読み手に誤解を与える表現だと思いました。 

○事務局（廿枝） ここに世銀、ＡＤＢの例を引いて「政策の適用対象外」としているの

は、これだけだと事柄の重要性に比べて言葉足らずだと思いますので、次回の委員会の際

に、世銀、ＡＤＢ等のベンチマークできるところで資金協力の事前調査がセーフガード・

ポリシーの中でどういう扱いになっているかというのをきちんとご説明する資料をご用意

したいと思います。 

 この場は、我々は所詮事務局ですのであれなのですけれども、委員の皆さんにきちんと

ご議論いただくという意味で、我々事務局は委員の皆さんのご提言を受ける立場として、

黙ってずっと座っていて、皆さんのご意見はよく分かりましたと言って、最後にガイドラ

インを作るときになって、やはりそれは受け入れられませんと言って突き返すみたいな、

そういう対応はとってはならないと我々は思っていまして、それは多少皆さんとは違う意

見だったりするかもしれませんけれども、あえて私どもの思うところというのはできるだ

け率直に述べさせていただきたいと思いますし、いろいろご意見あられる委員の方が他に

もたくさんいらっしゃると思いますので、なるべくいろいろな方にご発言いただきたいな
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と思っているのです。いずれにしても、協力準備調査というのがかなり新しい概念として、

かつ、ある意味で３スキーム一体運用の象徴的な存在として我々自身も非常に期待してい

るところがあるのですが、それも力点を置いて説明したので、それ自体をガイドラインの

適用対象にするのかしないのかという二者択一というよりは―確かに、案件の発掘形成

段階でなるべく早い段階で環境社会配慮面がしっかりなされるようにどういう仕組みをす

るのかというのは、それはそれで１つ重要な話ですので、それ自体は、我々、そんなもの

は全部すっ飛ばして審査段階ですべてのるか反るか決めればいいのだと思っているわけで

はもちろんございません。ただ、今私がこの場で申し上げたいのは、現行のＪＩＣＡのガ

イドラインで開発調査とか無償の事前調査でやっているのと同じようなやり方がこの協力

準備調査でもいいのかどうか、あるいは外に対する情報公開とか、協力準備調査に関する

情報公開のあり方とか、そういったものは当然検討すべきだし、ガイドラインで規定する

のであれば規定するということになるのかもしれませんけれども、いずれにしても今のＪ

ＩＣＡのガイドラインの規定ぶりをギブンとせずに、一方では、ここにございますように

なるべく早く、一日でも早く我々としては開発効果を現地に届けたいということで、新Ｊ

ＩＣＡになった暁にはそれをより効率化して、迅速化して達成できるのではないか、それ

が我々に期待されていることではないかと思うわけです。もちろんそれは正の効果だけで

はないだろう、負の効果をミティゲートすることだって重要だろうというのは、それはそ

うなのですが、そのためにここにいるわけですけれども、そこを何とか両立をさせたい。

もちろん我々も負の効果を好んで出したいわけではないし、負の効果を抑えつつ、なるべ

く正の効果を早く実現するためにはどうすればいいかということで、必ずしも現状のＪＩ

ＣＡ、ＪＢＩＣの環境ガイドラインの規定を前提とせずに、新しいＪＩＣＡのガイドライ

ンとしてそこは御議論していただきたいと思っているということでございます。 

○事務局（岡崎） ＪＢＩＣの環境審査室長の岡崎でございます。２点だけ手短にコメン

トさせていただきます。 

 まず、清水委員から、世銀やＡＤＢのＴＡで、リクワイアメントとして世銀、ＡＤＢの

求めるセーフガード・ポリシーを意識して調査する、それを細かく書いてあるというのは、

これは当然のことですよね。要するに、世銀やＡＤＢのテクニカル・アシスタンスで、将

来世銀やＡＤＢの案件につなげるための準備をしていくわけですから、当然準備の段階で

は、いずれ本体として世銀、ＡＤＢがローンを供与する場合にそれに耐え得るものにしな

くてはいけない。したがって、当然そのことは求められるわけです。しかし、あくまでも
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調査の段階ですから、あるいはテクニカル・アシスタンスの段階ですから、そのときに、

世銀やＡＤＢのセーフガード・ポリシーで求めている要件１件１件を事細かくやっている

かといえば、それは審査の段階でやるものとはレベルが違うということを申し上げている

のです。ここは、きょうは手持ちに資料がございませんので、今、廿枝がお約束しました

とおり、実際に世銀やＡＤＢがどう書いていって、それをＴＡの段階と本体でやる段階で

どう使い分けているのかというのはご説明したいと思います。 

 それから、案件形成から実施段階まですべてをガイドラインでカバーするという皆さん

の御意見は非常によくわかりますし、今、廿枝が申し上げたとおり、我々もそれを真摯に

受けとめて対応しなくてはいけないと思うのですが、一方で、先ほど吉田先生から前半の

最後にご提案がありましたけれども、例えばＪＩＣＡの開発調査が終わってＪＢＩＣの本

体事業へのリクエストとして受け取ったもので、我々の目から見てこのままでは環境社会

配慮確認が十分ではないというときも、皆さんよくご存じのようにＳＡＰＲＯＦというス

キームがございますよね、それを使って環境社会配慮をより適切かつ十分にやるように支

援していく、その次に本体の借款につなげるということを現実にはもう既にやっているわ

けです。我々が一番気にしているのは、そのすべての段階段階で一つ一つ環境社会配慮ガ

イドラインに基づいて、かつ、原科先生も先ほどおっしゃいましたけれども、例えばそれ

を全部審査会にかけろ、そしてその審査会の提言を踏まえてやれということになると、新

ＪＩＣＡとして責任を持って仕事をやる、しかし一挙手一投足をすべて外部に対して諮問

していって、その提言をまた受けていってということをやりとりしているようなプロセス

が果たして日本の経済協力として本当に適切なのかどうか。ですから、もちろん我々はそ

こはなるべくきちんとやることはやりますけれども、一方で、仕事の上では行政機関とし

て効率ということも求められているわけですし、他の国際機関とかバイラテラル二国間の

援助機関でどこまでそこをやっているかということも比較考量した上で適切な対応を考え

ざるを得ないという現実もご理解いただきたいと思います。 

○原科座長 今のことで一言申し上げます。 

 私は、審査会にすべてかけろという議論は全然していないと思います。審査会にかける

ものは、現行もそうですね、大きなもの、Ａ案件です。Ｂ案件については必要なものだけ

ですから、非常に限定的になっております。ですから、今の点は御懸念は要らないように

思います。 

 それから、ほかのいろいろな機関で外部諮問機関は余り使ってないというのは、実は内
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部に人材がいて、そして透明性が高いのですよ。だからトータルとして社会的機能を果た

しているのです。日本は人員がいないというのが、非常に残念ながら、これは前もおっし

ゃったですね。国際協力銀行は世銀の１０分の１ぐらいしか人員がいなくて、そして大変

大きなお金を動かしている、大変苦労しておられるとおっしゃったとおりで、人手が足り

ないのです。ですから、このような状況のもとにおいては外部諮問機関を設けることが本

当に効率的なのです。内部に資源をたくさん用意するよりずっと効率的なのです。という

ことをまず申し上げたい。 

 それから情報公開ですね。これは徹底しなければ、内部でやったって結局不透明なもの

は不透明なのですから、何らかの形で透明性を高めなければいけない。諮問機関を設けれ

ばそれを通じて透明性は高まりますから、これは明らかに効率的な方法だと私は思います。

ですから、審査会の機能に関して誤解しないようにしていただきたいと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

○北村委員 基本的に今事務局の方でおっしゃっていたことの確認までのお願いなのです

が、まさに世銀やＡＤＢ、ほかのドナーがどういうことをやっているかを比較考量しなが

らということをおっしゃっていただいたので、ここでの議論の参考に、次回、資料の形で、

この場の共通の材料として出していただければと思います。 

○福田委員 ２点述べさせてください。１点目は、世銀、ＡＤＢが何をしているかという

のは参考にはなりますが、しかし、ここで議論しているのは、新ＪＩＣＡという日本の機

関が一体どのようにしたらいい援助ができるのかという話ですので、世銀、ＡＤＢがこう

しているから必ず新ＪＩＣＡがこうすべきという議論にはならないのだろうと思います。

ＡＤＢについては多少私も知っていることがあるので、その点についてはまた次回議論さ

せていただければと思います。 

 もう一点は、今、私たちがここで議論していたのは、たしかガイドラインの適用対象の

話だったと思うのですね。適用対象に協力準備調査を入れるかどうかというお話をしてい

たら、どうもＪＢＩＣの廿枝さんなり岡崎さんなりの問題意識というのは、どのようなも

のをそこに入れるのがいいのだろうか、あるいは現行のＪＩＣＡのガイドラインの開発調

査の規定というのは余りにむだがあり、あるいは非効率なのではないかという問題意識を

持っておられるということは今わかったのですが、それは必ずしも協力準備調査をガイド

ラインの適用対象から外そうという議論にはならないのではないかと思いました。 

○原科座長 ほかにございますでしょうか。 
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○吉田副座長 ＡＤＢと世銀という多国籍機関と、新ＪＩＣＡ、二国間援助機関の違いの

決定的なところを皆さん理解しておいた方がいいと思うのです。 

 それは、多国籍間、ＡＤＢ、世界銀行というのは、彼らの意思決定の中に当該被援助国

の理事が入っているということです。これは物すごく大きな違いだと私は認識しています。

日本の新ＪＩＣＡの理事会に途上国の理事がいますか。意思決定に参加していますか。し

ていないですね。全くしていないですね。一方、ＡＤＢも世銀もきちんとチェアがあって、

発言をします。やはり皆さん、我々がいろいろ考えるときに、根本的な違いはそこにある

というのはいろいろな面で出てくると思うのですね。ですから、廿枝さんがさっきおっし

ゃったように、情報公開１つとっても、日本はしたい、しかし向こうは嫌だと言ったとき

にどうするのかという具体的な悩みが出てくると思うのです。そこはやはり意思決定に当

該国の理事がいるかいないかということがきいてくる場面だと思っています。ここはすご

く悩ましいところですよね。明らかに悩ましい。我々はこうあってほしいと言うのだけれ

ども、相手がいる。我々の意思決定の中に相手の理事が入っていないという悩ましさの中

で我々は適切なものをつくっていかなくてはいけないということで、その辺、共通の理解

をしておいた方がいいかなということで、コメントです。 

○原科座長 どうもありがとうございます。 

 そういうことで、情報公開に関して事情が違うということもありますから、ちょっと違

う仕組みを考えなければいけないということだと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

○早水委員 一般的なアセスの概念から言うと、早い段階で環境配慮がきちんとなされる

方がいいというのは当然のことなので、事前調査の段階でも何らかの環境配慮というのが

組み込まれる方が望ましい。その手続は実際にどうするか。本体の審査があるでしょう、

だから計画段階と実施段階では違うでしょうというのは、それはまたどういうスキームを

組むかということを考えればいいのかなと。当然、余り影響なさそうなものとそうでない

ものというのは手続としても分かれてくると思いますので、それはどういう手続にするか

とか、そういう議論が後で出てくる話であって、アプリオリに適用対象からこれは外しま

すというのは余りなじまないのかなと思っています。また、３ページのＪＪの上から２つ

目に「整理に当たっては、新ＪＩＣＡが……審査、実施段階まで一貫して関与することに

留意し、重複のない、効果的・効率的な環境社会配慮確認ができるようなシステムとする

ことが必要」と書いてあったので、ＪＩＣＡさん、ＪＢＩＣさんはそういうコンセプトで
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設計されるという理解をしていたので、それで、やや外れるかもしれないとさっきおっし

ゃって私もびっくりしたのですが、もしそういう御意見があるのであれば、資料の中にき

ちんと書いておいていただきたかったという気がします。アプリオリに外すという議論が

もし必要であれば次回またしていただければいいのですけれども、このペーパー上はそう

いう感じになっていなかったので、もしそういうことがあれば、資料としてはきちんと御

見解をお示ししておいていただきたかったという感じはあります。 

○原科座長 私は、アプリオリに外すというところまでは明確に言っておられないように

思ったのですけれども、廿枝さん、どうですか。そこまでは言っておられないですよね。 

○事務局（廿枝） ええ、そうです。つまり、協力準備調査を対象から外すべきであると、

我々はそこから一歩も譲りませんということではなくて、それは議論をしていきたいとい

うことですが。 

○原科座長 もちろんスクリーニングでそれはやったらできると思うのですね。 

○事務局（廿枝） ここで、まさに一貫した、「重複のない、効果的・効率的な……シス

テム」というのが、非常にいわく言いがたいものですが、これを基本線に、先ほどから申

しましたが、ではどの段階でどういう情報公開というようなこと、案件形成段階から審査

段階に至るプロセスのところで、今、協力準備調査ということで、具体的な中身について

まだご説明できてない段階でそれを１つの塊として入れる、入れないというのはちょっと

乱暴な議論なのかもしれませんけれども、協力準備調査について、さっき高梨委員からも

ご依頼のあったように、業務フローの観点からご説明する段階でまたご議論させていただ

ければと思います。 

○原科座長 それでは、新ＪＩＣＡの所掌業務は基本的にはすべて対象だということはよ

ろしいですね。基本原則は。ただ、対象ですけれども、当然スクリーニング・プロセスが

ありますから、実際は、さっき申し上げたように審査会でもすべてを対象に審査するわけ

ではなくて、非常に限定的になります。これもそうですね、基本原則としてはすべてが対

象ですけれども、スクリーニング・プロセスを経て実際には相当絞られると思いますけれ

ども、考え方としてはそういうことだと。 

 そういうことで、現在のＪＩＣＡもＪＢＩＣもそういうガイドラインで、スタートはそ

う書いてありますよ。その思想です。ＪＩＣＡの場合には３つのスキームプラスアルファ、

ＪＢＩＣは投資プラスアルファ、同じ考え方なのですね。つまり、所掌業務に関しては基

本原則として対象なのですよ。ただ、あとのスクリーニング・プロセスを経て、実際は相
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当絞られてくるということだと思います。 

○事務局（廿枝） 私が申し上げているのは、現行のＪＩＣＡ、ＪＢＩＣのガイドライン

の対象を新ＪＩＣＡになるに際して少しでも狭めようというようなことを考えているつも

りは毛頭なくて、現行ＪＩＣＡのガイドラインでは、無償の本体事業というのはガイドラ

インの対象になってないのです。だけども、それは新ＪＩＣＡのガイドラインでは間違い

なく対象になるのです。だから、そういった意味では、現行ガイドラインで捕捉してない

無償の本体事業というのは新ＪＩＣＡのガイドラインの対象に加わるということなのです。

先ほど申しましたように、有償、無償、技協は間違いなくそのガイドラインの対象になる

ということなのですね。だから、そういった意味では無償の本体の部分は確実に対象に加

わるということなのです。ただ、逆に、今ＪＩＣＡが技術協力事業としてやっているよう

なもの、あるいは新ＪＩＣＡとして本体事業の準備のためにやる調査の扱いについて、ア

プリオリに現行のＪＩＣＡのガイドラインの手続と同じような形で新ＪＩＣＡの中にその

まま横滑りさせるのがいいのかどうかについては、まさに審査会のあり方とか情報公開の

あり方等また別の論点もございますので、引き続きご議論させていただきたいと、こうい

うことです。 

○原科座長 ですから、対象ではあるけれども、扱い方は同じとは限らないということで

よろしいですか。基本原則は対象になるということだと思いますよ。だって独立行政法人

は国民の税金で動いているのだから、そもそもの業務に対して対象にしないということは

言えないのですよ、この組織の存立の基盤から言ってですね。だからＪＥＴＲＯもすべて

対象ということでスタートしました。ＪＥＴＲＯのガイドラインをつくるときに。同じこ

とだと思います。現行のＪＩＣＡもそうですし、ＪＢＩＣもそうですね。新ＪＩＣＡも同

じことですよ。基本的には国民の税金でサポートされていますから、当然基本的には業務

は全て対象です。ただ、原則はそうであっても、環境社会影響の大小がありますから、そ

れによって当然扱い方は変わってくる。これは廿枝さんがおっしゃったとおりで、全く同

じ手続をすべてやるわけではありません。そういう理解でよろしいですか。 

○事務局（廿枝） 対象かどうかというのを今ここで言え、と言われると非常に苦しいの

ですけれども、そこは間接的な意味も含めれば、協力準備調査もまさに本体事業を想定し

た準備のための調査ですから、間接的には対象になるわけです。だから、直接的にその協

力準備調査自体をとらまえて、環境ガイドラインにどのように置くのかというのは、これ

はご議論させていただきたいと思います。 
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○原科座長 では、その後の議論にいたしましょう。では、きょうはここでストップして、

できたら次の「『確認』と『支援』」のところまでの議論をしたいと思いますので、次に

行ってよろしいですか。 

 では、「『確認』と『支援』」です。３ページの下に参ります。 

 「本ガイドラインは、ＪＩＣＡが行う環境社会配慮の責務と手続き、相手国政府に求め

る要件を示すことにより、相手国政府に対し、適切な環境社会配慮の実施を促すとともに、

ＪＩＣＡが行う環境社会配慮支援・確認の適切な実施を確保することを目的とする」と、

「確認」と「支援」という言葉を使い分けております。これがＪＩＣＡですね。 

 下の方はＪＢＩＣでございます。「本行が行う環境社会配慮確認の手続き（融資決定前、

融資決定後を含む）、判断に当たっての基準、及び融資後の対象となるプロジェクトが環

境社会配慮の観点から求められる要件を示すことにより（中略）。これにより本行は、本

行が行う環境社会配慮確認の透明性・予測可能性・アカウンタビリティーの確保に努め

る」となっております。 

 ということで、「確認」と「支援」という言葉を使い分けておりますけれども、これは

業務の中身によって変わってまいりますので、両方。この辺も、業務フローといいますか

業務体系によって言葉も使い分けが必要になるかと思いますけれども、このようなことに

なっております。これは、これからの新ＪＩＣＡはどんな形で業務を行うかということと

大変密接にかかわりますので、ちょっと言葉の使い方は変わるかもしれませんけれども、

今はこのようになっております。 

 そこで、共通するものとしては、右にございますように、ＪＪからのコメントがござい

ます。「現行ガイドラインでは、ＪＩＣＡは環境社会配慮の『支援・確認』を行う」とし

ているのに対し、ＪＢＩＣは「確認」だけの表現になっております。今申し上げたとおり

です。 

 ２番目は、「資金協力については、プロジェクト実施主体は相手国政府等であることか

ら、新ＪＩＣＡはガイドラインでいう『確認』のみを行うことが考えられる」。資金協力

についてはこういうことになるのではないかと。 

 それから、「現行ＪＩＣＡガイドラインでは［プロジェクトに対する環境社会配慮の主

体は相手国政府である］としているが、同時に［プロジェクトの計画を策定する際に、相

手国と共同して、環境社会配慮調査を行い報告書を作成する］、［相手国政府と共同で現

地ステークホルダーとの協議を行う。］としている。「相手国と共同して」と記載すると、
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環境社会配慮調査はＪＩＣＡ調査団の実施事項と相手国に理解される場合があるなど、相

手国の責任意識を弱める場合がある」のではないかという懸念がされていることでござい

ます。この辺も配慮して、「確認」と「支援」という表現も、あるいはその概念整理をし

なければいけないと思います。このような意見をいただいております。 

 では、「『確認』と『支援』」に関しまして何か御意見ございますでしょうか。 

○事務局（杉本） 少しだけ補足させていただきますと、今、原科先生から解説いただき

ましたのでほとんどはカバーされておりますが、思いとしましては、資金協力もそうです

し、技術協力もそうですが、基本的に相手国からの要請を受けてやるということで、その

プロジェクトオーナーがだれか、オーナーシップがどうなのかというと、基本的には我々

のプロジェクトではなくてあなたたちのプロジェクトですよというところの意識を持って

やってほしいという思いもここには込めております。先ほど福田委員からもオーナーシッ

プという話がありましたけれども、そういった気持ちをここに込めてこういった形の記載

をさせていただいている次第です。ですので、別に「支援」を削ったからといって、ほっ

たらかしで、あなた方でやって、結果だけ出してくれれば見るからというようなつもりで

はなく、実際の作業では当然そこに専門家なりコンサルタントチームなりが派遣されてと

いうことになるのですが、軸足がどちらにあるのかというところは基本的に明確にしてお

いた方がいいのではないかということで、こういったものを今回提案させていただいてい

る次第です。 

○千吉良委員 まさしく今御説明いただいたところとかぶるのですけれども、私も民間銀

行で環境社会配慮の確認ということをやっていて、「確認」という言葉は人によっては非

常に無責任に聞こえるのですけれども、実際、確認というのはそんな単純なブラック・ア

ンド・ホワイトでやっているわけではなくて、グレーのゾーンというのが非常にあって、

そこでは非常に高度な判断を求められているとか、あるいは実際働きかけのようなことも

できる範囲でやっているということで、あえて我々も「確認」という言葉を、そういうリ

スクを伴うということをわかりつつも、要するに開発主体の方を向いて「確認」という言

葉を使っている部分があるので、確かにＮＧＯさんからはよく、確認しかやっていないの

かというような御批判はあるのですけれども、そういう意味だということを１つ御理解い

ただければなと、ちょっと補足させていただきます。 

 あと、この業務については、新ＪＢＩＣといいますか、国際金融の方でも同じような業

務をやっていて、１つ私がこの委員会で気になっているのは、同じ日本の支援機関として
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確認業務をやっている機関として、そこの整合性をまずとっていただきたいなというのは

今後気をつけていただきたいということと、新ＪＩＣＡの開発準備がその後事業を民間ベ

ースでやるというときは新ＪＢＩＣの方につながっていくということもあり得ると思いま

すので、そういったところもコンシステンシーという観点からはある程度重要な論点なの

かなと思っております。 

○清水委員 問題意識はわかるのですけれども、一方で、ある程度は実際に即した形で書

きぶりも考えないといけないとも思います。つまり、融資機関であれば確かに確認をして

いるのでしょうけれども、開発調査などの場合、今のお話でも出てきましたように、実際

には確認という以上のことをやっている、コンサルタントを派遣してほとんど共同してや

っているということですので、本当に「確認」と一義的に書いてしまっていいのかという

疑問はあります。意識の問題、オーナーシップの問題というお話がありましたけれども、

それだけであれば、このガイドラインに書くということで本当にオーナーシップの問題を

解決できるのかという懸念もあります。私自身、「ではこうすべき」という答えが出ない

でいるのですけれども、本当に確認だけでいいのかという懸念があるということです。 

○事務局（杉本） 確認といっても、別に行ってそこに黙って立っていて相手が出してく

るのを待っているという話ではなくて、どこが達成レベルですということをお互いに話し

つつ、ただ、例えば作業をやるとしたら、そこはそのプロジェクトなり案件を要請してき

た主体ができる範囲でというか、自分たちでやるのだという気持ちを持ってやってもらう、

環境社会配慮の作業全体を通じてそういう意識を持ってやってもらう必要があるというこ

とかなと思っています。ですので、実際に専門家なりコンサルタントが行って作業をサポ

ートするということはあるでしょうけれども、彼らがすべてやってしまっては、逆に技術

協力としても意味がないと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、出されてそ

れをもらって終わりということになってしまうので、あくまでも自分たちがオーナーシッ

プを持ってやっていくのだというのを実際の環境社会配慮のこの業務の中で相手国政府な

り実施機関に持ってやってもらいたい、そういう原則でいきたいという気持ちなのですが、

どうでしょう。 

○清水委員 お気持ちは理解しますけれども、ガイドラインに書く以上に、実際に開発調

査をやる際にコンサルタントなり何なりをこちらで全部やっているのであれば、幾らこの

ガイドラインに「確認」と書いたとしても、相手のオーナーシップの意識は余り変わらな

いと思うのです。そうであれば本体業務をどうするかという話が先に来るべきであって、
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このガイドラインに「確認」と書くことによって実際の業務がそんなに変わらないのであ

れば、相手国のオーナーシップもそんなに変わらないのではないかというのが私の問題意

識です。 

○事務局（杉本） ただ、いろいろな作業をするに当たって、基本的に相手側の協力とい

うのは必要であって、そこに専門家が行きました、調査が行きましたといって、では彼ら

がそこに行って全部できるかと言われれば、そうではないですね。いろいろな情報の入手

ですとか、いろいろな関係機関からのアレンジのセッティングなり情報提供なりコーディ

ネーションなりというような作業は、いずれにせよ案件の要請を出してきた側がいろいろ

とやっていく必要があるということでオーナーシップを打ち出しているというつもりなの

ですけれども。 

○大西委員（代理：藤岡） 財務省の藤岡です。大西が欠席で、代理で発言させていただ

きます。 

 先ほど、「確認」というのはオーナーシップをあらわすためだという事務局からの発言

がありましたけれども、ここは赤道銀行、民間銀行とか、それからＪＢＩＣの国際金融、

それから援助というのは明確に分けなければいけないと思います。援助というのは、限ら

れた譲許的な資金を使って途上国の環境配慮のレベルも上げていく、環境配慮もちゃんと

支援していくという側面もあろうかと思います。それで、「確認」とすることによってオ

ーナーシップを高めるというところの理由もなかなか理解できません。ＭＤＢｓのガイド

ラインを見ても、確認するというような記述はなされてないのではないかと思います。む

しろパフォーマンス・スタンダードのようにクライアントの要求を明確化することで対処

しているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。事務局にお尋ねします。 

○原科座長 今おっしゃった、本当に明確にＯＤＡですから、「支援」ということはきち

んと出しておかなければいけないと思いますので。この点はいかがでしょう。 

○事務局（岡崎） ＪＢＩＣ環境審査室長の岡崎でございます。「確認」「支援」という、

この辺の用語の使い方は、何が本当に一番適切なのかというのは置いておきまして、先ほ

ど千吉良委員からもご説明がございましたけれども、金融機関にとってはこのガイドライ

ンを根拠にリーガル・プロセスを確保するという意味合いが強いということを申し上げた

いと思います。すなわち、万が一プロジェクトの実施機関が審査を通じて金融機関と合意

したことについて違反した場合には、金融機関が一番力を発揮できるのは、融資を止める、

ないしは契約違反ということで期限前弁済を求める。冷たく言えば、その後事業がどうな
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っても知ったこっちゃないと。そうすることによって金融機関としての権利を確保する。

そのためのよりどころになっているわけです。実際問題としては、問題が起きたからとい

って直ちに貸出を止めるとか期限前弁済を求めるということではなくて、問題の解決を図

るわけですけれども、金融機関にとって、リーガル・プロセスに基づいて権利を発動でき

るための根拠になっているわけです。 

 一方で、これは私自身も、本当にどう書いたらいいのか、難しいなと思うのですけれど

も、新ＪＩＣＡの場合には、やはり途上国に対して支援をするという立場になるわけです。

ですから、もちろん金融機関として融資を通じて支援はするのですけれども、いざとなれ

ば権利を行使して自分たちの債権は確保する、保全するというものに対して、援助機関と

いうのは、プロジェクトがいろいろ難しい問題に直面しながらも何とか成功に導くように

支援していくという立場になりますので、それをどう言葉に書きあらわすのかは難しいの

だろうと思います。 

 今の藤岡さんからのご質問なのですが、これはＩＦＣのことをおっしゃっているのだと

思います。ＩＦＣの場合には、ＩＦＣのクライアントに対して、ＩＦＣの支援を受けるた

めにはこういうことをやってくださいよということを細かく書いているのです。クライア

ントがそれを読んで、ＩＦＣの支援を受けるためには自分たちはこういうことをやらなく

てはいけないのだなというための基準として示しているのです。そういうやり方をＩＦＣ

の場合は採っているわけです。これは、顧客が民間企業なので、民間企業に対してそうい

うことを細かく書いて、それを示しているということになります。一方で、金融機関の場

合は、そういう形よりは自分たちが持っている基準として示しているわけです。世銀やＡ

ＤＢあるいはＪＢＩＣの顧客ないしは将来の顧客になり得る人たちは、世銀、ＡＤＢ、Ｊ

ＢＩＣの融資を受けるためには、自分たちの解釈としてガイドラインに書いてあるものを

クリアしていかなくてはいけないのだという同じことを、コインの表裏みたいな感じなの

ですけれども、ＩＦＣの場合には、あらかじめ顧客に対して明確にそれを細かく規定して、

これをクリアしたらＩＦＣにお越しくださいという立場です。かつ、事業は民間企業がベ

ースですから、基本的にはビジネス・ベースの案件であると。一方で、世銀、ＡＤＢ、あ

るいは新ＪＩＣＡは、途上国の立場も尊重しながら、しかし途上国と一緒にその事業を成

功に導いて経済協力の実を上げていくという立場にある。そこは純粋なビジネスとはまた

違った意味合いがあるのだろうと思います。 

○大西委員（代理：藤岡） 大西委員の代理で、財務省の藤岡です。 
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 御説明、どうもありがとうございました。ＩＦＣはまさに民間企業を対象にした機関で

あり、そういう構成になっているというお話でしたけれども、今改訂中のＡＤＢとか、最

近出てきましたＥＢＲＤとか、こういうものもきちんと要求するものが分かれているとい

う形で明確にしていると考えますが、そこはいかがでしょうか。 

○事務局（岡崎） ＡＤＢはまだ改訂中なので、成果物は私も見ていませんが、この間、

ＡＤＢのコンサルテーションに来てＡＤＢの担当に質問したときにも、ＡＤＢの場合には

世銀と違ってＡＤＢの中に民間向けのウイングがありますので、途上国政府に対して求め

るものと民間企業に対して求めるものを１つのポリシーの中でどう書き分けるかというの

は非常に悩んでおられるようでした。ですから、それがどう文章化されるのかというのは

私も確認してみたいと思います。 

 それから、ＥＢＲＤはつい最近新しいポリシーが発表されましたけれども、申しわけあ

りません、まだそこまで手が回っておりませんので、内容は承知しておりませんけれども、

ＡＢＲＤもＡＤＢと同じように、世銀とＩＦＣとは違って、ＥＢＲＤとして公的な支援、

要するに政府に対して貸す部分と、それから民間企業に対して貸す部分がありますので、

そこを書き分けているのだろうと推察しますけれども、これは事実関係を確認させていた

だきたいと思います。 

○原科座長 ありがとうございました。 

○事務局（廿枝） 何かぼやけてきているところがあるのかもしれませんけれども、要は

我々の問題意識は、今のＪＩＣＡのガイドラインでは、技術協力機関ですからそういう書

き方になったのだと推察しますけれども、ここで網かけをしているように、相手国と共同

してどうするというような記述が散見されるのです。そうすると、少なくとも相手国政府

は共同責任と捉えるでしょうと。そうしたときに、例えば現地ステークホルダーとの協議

というのは、今のＪＩＣＡのガイドラインですと相手国政府と共同でやりますということ

で、これをこのまま新ＪＩＣＡでも引き継ぐとすると、現地ステークホルダー協議の主催

者は相手国政府と新ＪＩＣＡの共催であるということになって、ステークホルダー協議が

十分でなかった場合に、そもそもそのときは融資を止めるとか資金協力しないという場合

もあるし、あるいはモニタリング段階でステークホルダーとの協議が不十分だった場合に、

さっき岡崎からありましたように、ローン・アグリーメントに基づいて資金協力を中断し

ますとか、場合によっては期限前弁済をしてもらいますというときに、いや、ちょっと待

ってください、あなたたちも共催者じゃないですかということで責任が曖昧になってしま
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うのではないかというのを我々は恐れるのであって、別に相手国に全部任せてしまって

我々は何もしないということを言うつもりはないのですけれども、そこの責任主体は誰な

のか、それは相手国政府としてしっかりオーナーシップ、当事者意識を持って、責任を持

ってやってもらわないと困りますよと。 

 ただ、一方で新ＪＩＣＡとしては技術協力の機能も持っていますので、そこは何か技協

的な支援が必要であれば可能な範囲で支援はする。ただ、それはあくまで支援であって、

別に一緒に当事者となってやるわけではありませんよということですね。その辺を曖昧に

しない方が、いろいろな意味で環境社会配慮を徹底するという意味では宜しいのではない

かと。今回ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣのガイドラインを統合するに当たって、我々ＪＢＩＣの職

員としてその辺が非常に気になったので、この際、この委員会の場でもそこの点はご提示

して、皆さんのご意見をいただきたいという趣旨で提示したということでございます。 

○原科座長 なかなかこれは難しいですね。この議論をするとたちまち１０分、２０分過

ぎてしまいますので、司会進行役としては先へ進みたいなと思っているのですけれども、

次の「案件形成」も少し絡んできますよね。でも、先へ進むのは難しいようなので、あき

らめて、この関係でいろいろ手もあちこちから挙がっていますから。 

 では、まずフロアから。 

○一般参加者（田辺） ＪＡＣＳＥＳの田辺と申します。 

 先ほど、岡崎さん、廿枝さんから、有償としての立場ということでお話しいただいたの

ですが、今回新たに新ＪＩＣＡは無償に関しても―特に無償の本体事業の実施のときに、

有償と同じような、違反したら一括弁済というようなスタンスがとれるのかどうかという

ことで、無償において果たして確認で十分なのかというところは一納税者として疑問に思

ったので、ぜひ説明していただきたいと思っております。 

○原科座長 では、今の件、これはどちらに御回答願ったらいいですか。無償に対して確

認はとれるのか。つまり、有償であればそれなりの対抗手段はあるけれども、無償は難し

いのではないだろうかと。 

○事務局（熊代） 今ＪＪで考えている資金協力については、「確認」というここに書い

てあるとおりなのですが、ただ、無償についてどういう審査を行って、どういうモニタリ

ングを行うかというのは、この前の業務フローでもお話ししましたようにまだちょっとは

っきりしないところがありますので、そこはまた機会を改めて御説明したいと思います。

基本的には同じようにできるのではないかと思っているのですが、ここはまだ検討中とい
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うことですので、決まりましたらまた御説明したいと思います。 

○清水委員 １点事実確認をさせていただきたいのですけれども、先ほど廿枝さんからコ

ンサルテーションの共催の話について言及がありましたけれども、これは、実際に今後の

業務フローの中で共催という形をとらないということでしょうか。そうであれば話はわか

るのですけれども、実際の業務は変わらないのにここの書きぶりだけ変えようというのは、

どうもちょっと実際と乖離してしまうのではないかと思いました。 

 それから、先ほどの田辺さんのお話にもありましたけれども、融資の部分と無償もしく

は開発調査というところで位置づけがやはり違うのだろうと思うのです。要するに、今ま

でＪＢＩＣさんとお話しさせていただいた中では、ＪＢＩＣとしてはあくまでも確認をす

る立場なので、コンサルテーションに現地に行っても私たちはオブザーバーなのですとい

うふうにおっしゃるわけです。その場合、融資なので、公的資金を貸して返ってくるとい

うことなのですけれども、無償として相手国政府に供与する場合も私たちはオブザーバー

なのですというような位置づけで本当にいいのかということは考える必要があると思いま

す。無償で供与するということについてはもう少しＪＩＣＡ側の責任も発生するのではな

いかと思いました。 

○事務局（渡辺） まず、最初のステークホルダー協議の共催という話につきましては、

主催者がだれかという格好では確認しておりませんけれども、例えば資料が相手国実施機

関とＪＩＣＡ調査団の連名になっているようなケースはございます。ですので、ここでは、

ここに書いてありますように、主体が相手国政府なのに、相手国と共同して、と書いてあ

るというのが整合がとれていないというところを問題として挙げさせていただいておりま

す。 

○原科座長 支援、確認はこの前のガイドライン改訂、数年前のときも随分長い間議論し

まして、大変だったんですよ。思い出しておられる方おられると思いますけれども、非常

に時間がかかりますから、こればかりやっていられないのですけれども。 

 福田委員もこの関係ですか。どうぞ。 

○福田委員 このテーマに入ってはまだ一言も話してないので、せめて一言話したいなと

思ったのですが。 

 難しいテーマだなとしみじみ思います。幾つかの場面に分けて考えた方がいいかなと思

うのですけれども、先ほど協力準備調査がガイドラインの対象になるのかどうかという議

論をしましたが、協力準備調査の段階でやっている内容がどうなるのか、今行っている開
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発調査のフィージビリティ・スタディと何が違うのかということは、実は必ずしもこの場

ではクリアになっていないと思っていますが、同じようなやり方で今後もＦ／Ｓをやり、

あるいはＦ／Ｓの中で環境社会配慮調査を新ＪＩＣＡが雇ったコンサルタントがやるとい

うことになってくると、私も清水委員と同じ懸念を持つのです。実態はこうだろうと。実

態は共同で環境社会配慮調査をやるというのが本当のところじゃないですかと。確認だけ

をするというのは、少なくとも案件の形成段階においては絵にかいたもちなんじゃないで

すかという気が私はするのです。そこから事業が先に進み、案件の審査の段階に入ると、

これはやはり最終的には相手国にきちんと責任を持ってここまでやりますということを出

してもらって、それがガイドライン第２部の要件を満たしているかどうかということをま

さにその場面では確認しなければならないと思うのですが、しかし、その前の段階で行っ

ていること、協力準備調査として今後新ＪＩＣＡがやろうとしていることはやはり支援な

のだろうという気がしますし、そこでもしコンサルタントが環境アセスメントの作成を手

伝いますよということになると、それは環境社会配慮調査は共同でやるということになる

と思うので、どうもそんなにすっきりと切り分けられる問題なのかなという感想を私も持

っております。確かにコンサルテーションを共同でやるという書き方はちょっといかがな

ものかというのは思わないこともないですが、しかし環境社会配慮調査を共同でやるとい

うのはまさに実態に即した話であって、もしこの文言を変えるというのであれば、これは

私は前回何かしゃべったような気もしますし、清水委員も言っていますが、実際に協力準

備調査の中でやろうとしている環境社会配慮調査の中身そのものを問わなければならない

のだろうと思います。したがって、決してガイドラインの文言云々だけの問題ではないし、

ここに「確認」と書けば共同でやらなくなるのかというと、そういうことではないのだろ

うと私は思います。 

 もう１つは、結構この委員会の早い段階で、１つのテーマとして、今後、技術協力ある

いは無償、有償というのを組み合わせていけるという新しい新ＪＩＣＡの業務の中で、相

手国の環境社会配慮に関する組織能力が必ずしも十分でない場合に、例えば技術協力なん

かを一緒に入れて、その実施段階でも支援しながらきちんと環境社会配慮をやってもらう

ということが考えられるのではないかという議論が出てきたと思うのです。そういうやり

方がいいのかどうかということについてはまた議論はあると思うのですが、そういうこと

も考えると、少なくとも新ＪＩＣＡは確認するだけなんですよと割り切るのはなかなか難

しいのかなという印象を私も持っています。やはり審査の段階は確認だと思うのですが、
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しかし、そこ以外の場面で新ＪＩＣＡがやることには、やはり確実に支援という側面は入

ってきてしまうのかなと思っています。以上です。 

○原科座長 そうですね。新ＪＩＣＡの業務全体にわたって見渡せば、支援という部分と

確認という部分の両方あるということは、同じような認識だと思います。ただ、局面によ

っては「確認」という言葉はきちんと言った方がいいということだと思うのです。そうい

う御意見だと思います。 

○吉田副座長 ちょっと自分なりに整理してみたということなのですが、これも最初の総

論のときに、一体何ゆえに環境社会配慮なのかという基本的な理念のところで皆さんが合

意というか共通の理解を持たなくてはいけない場面だなと思うのです。というのは、新Ｊ

ＩＣＡは地域別が主体になる、あるいはカントリーベース主体でいくというのは、そこに

プロジェクト、それから技術協力なり資金協力を通じて、その国の、とりわけ我々の環境

社会配慮に関する制度とかシステムとか人材とか、いわゆるキャパシティを評価するとい

うのが重要な目的、理念の１つだと思うのです。だけども、実際にやるモダリティにして

も技術協力があり、無償があり、有償がある。そうした場合には、やはり考えどころは、

失敗したときにだれが責任をとるか、そういう話にきっと帰着すると思うのです。有償の

場合には、日本は、こけても一切返さなくていいとは言わないわけですよね。確認をして

いながらも、失敗したらそれは全額支払ってくださいねということになっています。です

から、どういう言葉を使うのか、非常に微妙なところですね。一方、技術協力とか無償に

なりますと、これはかなり返さなくていいということでは、レバレッジ、てこ作用がある。

環境社会配慮の制度を強化するようにしてくださいよと向こうに働きかける手段を持って

いるとも考えられるわけです。ですから、そこはあめとむちの使いようという場面が出て

くる。そこを通じてやっていく。どうしても流れからして新ＪＩＣＡのミッションはそこ

に入ってくると思うのです。基本的には、こういうプロジェクトについて、彼ら自身がそ

ういうシステムを彼らのカルチャーの中でつくっていき、それを実施して、それを持続的

にやっていけるようなシステムをつくる。それが恐らく我々の究極的な目標だと、そうい

う視点に理念を置くならば、やはりどうしても支援というのが入ってこざるを得ないと思

うのです。それが共同なのか支援なのか働きかけなのか、それはもうちょっと出てから決

めればいい、今ここで決める必要もないし、総論が出てきたときにもう一回フィードバッ

クしながら考えていったらいいのではないかと思います。 

○事務局（廿枝） ありがとうございます。 
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 有償か無償かという資金の性格で事業実施主体性というものが変わる、あるいは変えて

いいのかというのは私は非常に疑問がありまして、無償資金協力であっても、例えばあま

りにも環境社会配慮について約束と違うということがあれば、途中で無償資金協力をやめ

てしまうということだって当然やるべきだと思いますし、あるいは残念ながら無償の資金

供与自体はもう終わってしまったということであれば、次回以降の無償資金協力のときに

はかなりネガティブに、その国に対しては無償についてはもう出さないとか、そういうこ

とだってあり得るのではないかと思うのです。すなわち、別に相手国政府に事業実施主体

の責任を負わせたからといって、別に我々は庭先を掃いたということではなくて、事業を

サステイナブルな形できちんと実施してもらう、さらには、有償であれ無償であれ日本の

支援による事業を相手国の環境社会配慮へのキャパシティ・デベロップメントの場として

活用する、本気でそこから学んでいただくということであれば、たまたま無償資金かもし

れないけれども、あなたたちがしっかり事業責任主体としてやらなければだめでしょうと

いうことをやはり原則にすべきなのではないかと思うのです。ただ、技術協力は日本側か

らやっていくものなので、技術協力については「支援」という言葉になるのだろうと思い

ますが、３スキーム一体になる結果としてその辺がぐちゃぐちゃにならないように、そこ

はガイドラインの具体的な文案を検討する中で気をつけていくべきかなと考えております。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 あと１０分を切りまして、５～６分でございます。３番目の「案件形成」も少し触れて

まいりましたけれども、そこまで入るというよりも、２番のところでまだもうちょっと議

論が必要なように思います。しかし予定時間になりましたので、きょうはこの辺で切り上

げたいと思いますが、よろしいですか。 

○福田委員 短く、今の廿枝さんの話にレスポンスなのですが、廿枝さんの今の筋という

のは全くもっともで、私もすごい同感するのです。しかし、一方で、無償においてそのよ

うな体制をＪＩＣＡが組むことができますというお話はまだいただいていません。だから、

そこは非常に重要になってくると思うのです。ＪＩＣＡとしての意思決定をどのように確

保し、ＪＩＣＡと相手国が結ぶＧ／Ａというのはどうなるのですかという話については、

今のところは未解決であって、それを、今はＬ／Ａでもって国際協力銀行が確保している

ようなものと同じやり方でできるのですという前提でこの委員会で議論するのであれば、

それはその前提となる方針、ＪＩＣＡの体制というものが説明されてからのお話ではない

かなと思うので、私は全くもって無償についても同じようなやり方をしていただきたいと
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思いますし、そういう意味で廿枝さんの話というのは非常に納得するのですが、その前提

としての新ＪＩＣＡの体制というのが必要なのだろうと思っています。 

○原科座長 そのとおりですね。 

 フロアから出ました。どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間関係フォーラムの満田です。私も今の廿枝さんの説明

に非常に納得しまして、確かに無償資金協力であっても、実際問題、現行のＪＩＣＡガイ

ドラインの中にも協力事業の中止という文言が盛り込まれております。ただ、カルチャー

として、今まで、環境社会配慮上の何がどうあれ、割と支援は続けられてきたのかなとい

うのが私の個人的な印象なのです。といいますのは、私がたまたまかかわったといいます

か、それは本当に個人的にかかわった南米の鉱山開発調査、かなり古い調査なのですが、

本当に昔の調査で、当時はガイドラインもなかったのですが、その影響住民の方々が来日

されてＪＩＣＡさんにお会いしたときに、ＪＩＣＡさんに対して、確かに当時はガイドラ

インはなかったかもしれない、そしてこの協力調査というものは終わっているかもしれな

い。ただ、今もＪＩＣＡは同じ国に対して支援を出し続けていますよね。それに対して何

か影響を及ぼすことはできないのでしょうかというような非常に切実たる訴えをされたこ

とがあるのです。その結果がどうなっているのか私は存じないのですが、今まさに廿枝さ

んがおっしゃったように、無償資金協力であろうとも、支援であろうとも、やはり相手国

の環境社会配慮上の、例えば過去のパフォーマンスであるとか、申し入れた事項がどうな

っているかというもののフォローアップというのはある意味きっちりやっていかないと、

今後のＯＤＡとしてはアカウンタビリティが保てないのかなというのが私の意見です。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 今、最後に廿枝さんがおっしゃったことは皆さんもそのとおりだということでございま

して、実際にそれができるかどうかということですね。そういう対抗手段をどうやって持

つか。それから意思決定の問題は大変重要だと思います。ということで、その辺のことも

具体的な業務内容をまたお示しいただきたいと思います。 

 きょうはここで打ち切らせていただきます。 

 

（２）第８回の議題について 

 

○原科座長 次回の議題でございますが、これはもう論点整理で先へ進めますので、順番
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に参ります。２番の項目に関してまだ御意見おありかと思いますが、できたら次回はこれ

に対してある程度整理したものが少し出せれば、１番と２番に関して事務局できょうどこ

まで議論がまとまったかという感想でもいいですから、早速何か案を書いていただいた方

がいいかな。この段階で。１番に対してはどういうところで大体合意したか、２番……。 

○事務局（廿枝） ３列目ですね。 

○原科座長 ３列目。 

○事務局（廿枝） 来週中に皆様の方に。 

○原科座長 ２番目の項目は難しいですけれどね。 

 では、一応大きな枠組みとしてはそういうようなことをお願いしたいと思います。 

 そういたしますと、次回は３番目の「案件形成」というところから入りたいと思います

が、それでよろしいでしょうか。１、２の中身をまず検討してからやりますが。 

○福田委員 実施状況確認の追加調査の報告があるというお話だったと思うのですが。 

○事務局（渡辺） 次回の議題でございますけれども、今お話が出ましたが、現行ガイド

ラインの運用実態と実施状況について補足調査を行いましたので、論点に関する議論と、

この補足調査についてということを議題に上げさせていただきたいと思っております。 

○原科座長 それは、この前私が一緒に行った調査とか、松下先生とか、そうですね。 

○事務局（渡辺） はい。 

○原科座長 わかりました。 

○事務局（渡辺） ということで、原科先生と松下先生の御都合で日程を決めさせていた

ただきました。 

○事務局（廿枝） 次回はフルフレッジドな報告まではちょっと至らないと思いますので、

速報というか概要について、７月１１日のタイミングでこういったことでしたということ

を報告させていただくということでございます。 

○原科座長 わかりました。 

 では、最初はそれをお願いして、その後きょうの続きと、そんな段取りですね。それで

はそのようにいたします。 

○大西委員（代理：藤岡） 次回の報告についての質問なのですが、それはＪＢＩＣ、Ｊ

ＩＣＡの両方かということと、その資料については事前に出てくるのでしょうか、それと

も机上配付ということでしょうか。 

○事務局（廿枝） ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣそれぞれの現地調査の報告ということで、それぞ
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れから資料を用意します。なるべく事前にお配りするようにはしたいと思っていますが、

１週間前とかそれぐらいのタイミングで用意できるか、そこはなるべく努力しますけれど

も、場合によっては数日前になってしまうかもしれません。いずれにしても、資料をお配

りして、ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣそれぞれの現地調査の概要について御報告するということで

ございます。 

○原科座長 では、そのように準備をお願いいたします。 

 次回は７月１１日ですね。場所が変わりますので御注意ください。２時～５時ですけれ

ども、場所は国際協力銀行本店９階の、今回は講堂ですか。同じ国際協力銀行ですけれど

も、今回は講堂で開催いたします。 

 それでは、予定時間になりましたので、きょうはこれで終わります。どうもありがとう

ございました。 

 

午後５時０１分 閉会 

 

 55


